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第１章 計画の基本的事項 

第１節 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

近年、障がい福祉を取り巻く環境は、高齢化や障がいの重度化、発達障がいや

医療的ケア児などの、特性に応じた切れ目のない支援の必要性等を背景に、多様

化・複雑化しています。また、障がいのある人に対する偏見や差別の解消、権利

擁護の推進、虐待の防止を進めるほか、地域共生社会の推進を図り、全ての人に

とって住みやすくて生きやすい社会の実現が求められています。 

そうしたなか、平成 26年、わが国は「障害者権利条約」の批准書を国連に寄

託し、条約締結国になり、その後、平成 28 年には「障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行されました。 

その後も、平成 30年には文化芸術活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮

及び社会参加の促進を図る「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」、

令和３年には障がい者に対する「合理的配慮」の提供を国や自治体のみならず民

間事業者にも義務化した「改正障害者差別解消法」、令和４年には障がい者によ

る情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進する「障害者情報アクセ

シビリティ・コミュニケーション施策推進法」を施行するなどの、障がい者に関

する法整備が進められ、さらには、令和５年に障がい者の地域生活における支援

体制の充実や、多様なニーズに対する支援や障がい者雇用の質の向上などを定

めた「改正障害者総合支援法」が施行されています。 

本市においても、「あふれる笑顔のまち村上」を将来像とする「第３次村上市

総合計画」において、「基本目標１：子育てと健康のまち」の「政策１-４：障が

い者福祉」として「障がいのある人が安心して自分らしく暮らせるまちづくり」

を進めています。 

その個別分野計画でありこのたび策定する「第４次村上市障がい者計画・第７

期村上市障がい福祉計画・第３期村上市障がい児福祉計画」は、令和５年３月に

策定された国の第５次障害者基本計画の基本理念に倣い、障がいのある人の権

利擁護により重きが置かれた内容としました。 
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２ 計画の法的根拠 

「第４次村上市障がい者計画」は、障害者基本法第 11条第３項に基づくもの

で、本市の障がい者施策を総合的に展開するための基本的な方針を示すもので

す。これは障がい者（児）が地域で生きがいをもって豊かに生活できるよう、施

策全般に関わる理念や基本的な目標を定める計画として位置づけています。 

「第７期村上市障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第 88条第１項に基づ

くもので、「障がい者計画」の基本方針を踏まえ、整合性を保ちながら、障害者

総合支援法に定める障がい福祉サービス等の提供に関する具体的な施策やサー

ビス見込量を示した計画として位置づけています。また「第３期村上市障がい児

福祉計画」は、児童福祉法第 33条の 20第１項に基づくもので、障害者総合支援

法や児童福祉法の趣旨を踏まえ、「第７期村上市障がい福祉計画」と一体的に作

成し、障がい児通所支援等を提供するための体制の確保やサービス見込量を示

した計画として位置づけています。 

 

 

３ 計画期間 

第４次村上市障がい者計画は６年間（令和６～11年度）、第７期村上市障がい

福祉計画及び第３期村上市障がい児福祉計画は３年間（令和６～８年度）となり

ます。 

ただし、国の障がい者政策の見直し等が行われた場合は、計画期間中でも見直

しを行うこととします。 

 

■計画期間 

 令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

村上市障がい者計画（６年間）       

村上市障がい福祉計画（３年間） 

村上市障がい児福祉計画（３年間） 

      

       
村上市地域福祉計画（５年間）       

村上市総合計画（５年間）       

 

 

 

  

第４次 

 

第３期 

 

第４期 

 

第３次（令和４～８年度） 

第７期 

 

第８期 

 

第４次（予定） 

第２期（令和４～８年度） 第３期（予定） 



 

5 

 

障害者基本計画 
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ど 

 

障がい者計画 障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

新潟県障害者計画 新潟県障害福祉計画・障害児福祉計画 

・障がい者施策全般に

関する基本的な考え

方や方向性を示す 

・障がい福祉サービス等の見込み量や提

供体制の確保に関する目標等を定め

る 

４ 計画の位置づけ 

本計画は、本市のまちづくりの最上位計画である「第３次村上市総合計画」の

将来像「あふれる笑顔のまち村上」を実現するための個別分野計画です。 

また、障がい者計画については国の障害者基本計画及び新潟県障害者計画を

踏襲するとともに、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画については、国が発す

る基本指針に即して策定するものです。 

 

■計画の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

地域福祉計画 
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第２節 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関わり 

１ 本市における取組 

ＳＤＧｓとは、2015年（平成 27年）９月の国連サミットにおいて全会一致で

採択されたもので、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社

会の実現のため、2030 年（令和 12 年）を年限とする国際目標で、17 のゴール

（目標）と 169のターゲット（取組）から構成されています。 

第３次村上市総合計画では、まちづくりは、市民や団体、企業などそれぞれが

主体となって役割を持ち、相互に理解し合い、連携、協働しながら取り組んでい

くことが大切であり、また、その取組は、すべての人々にとって安心でき、将来

にわたって持続可能な活動でなければならないものと位置付け、様々な主体と

連携、協働しながら、持続・成長するまちづくりを進めることとしています。 

 

２ 本計画とＳＤＧｓとのつながり 

ＳＤＧｓは、世界的な課題解決に向けて取り組むものですが、各国政府による

取組だけでは達成が困難であり、企業や地方自治体、学界や市民社会、そして一

人ひとりに至るまで、すべての人の行動が求められているものです。 

村上市障がい者計画の基本理念である「お互いの個性を尊重し、活き活きと安

心して暮らせる支え合いのまちづくり」を実現するための障がい福祉サービス

等の取り組みが、ＳＤＧｓの定める 17の目標のうち、以下の目標達成につなが

ることになります。 

 

 

■本計画の基本理念が実現することで目標達成につながるＳＤＧｓのゴール 
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第３節 計画の策定体制 

１ 村上市障がい者計画等審議会 

本計画策定にあたり、「村上市障がい者計画等審議会」を設置し、計画につい

て審議を行い、市長に答申を行いました。 

 

 

２ 村上・岩船地域自立支援協議会 

本計画策定にあたり、「村上・岩船地域自立支援協議会※」で、委員から計画に

関する意見や助言をいただきました。 

 
※村上・岩船地域自立支援協議会 

障害者総合支援法第 89条の３第１項に基づく、障がい者等への支援

体制の整備を図るために、関係機関、関係団体及び障がい者等やその家

族並びに障がい者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事

する者その他の関係者により構成される協議会です。 

 

 

３ アンケートの実施 

障がい者の生活実態や障がい福祉サービスの利用状況等の計画策定に必要な

基礎資料を得ることを目的として、障害者手帳等の所持者や障がい福祉サービ

ス利用者を対象にアンケートを実施しました。  

 

 

４ パブリックコメントの実施 

計画について、市のホームページ、市役所本庁、各支所での閲覧、市報への掲

載等により公開し、広く市民からの意見を聴取しました。 
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(人)

第２章 障がい者を取り巻く現状 

第１節 人口・世帯 

１ 人口の状況  

本市の人口は、令和５年４月１日現在で 55,490人です。平成 30年以前から、

減少傾向で推移しており、平成 30年から令和５年の５年間で 5,533人減少して

います。 

年齢区分別にみると、高齢者人口（65 歳以上）は令和２年まで増加傾向にあ

りましたが、その後、減少に転じています。年少人口（0～14 歳）及び生産年齢

人口（15～64 歳）は一貫して減少傾向で推移しています。 

 

■年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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２ 世帯の状況  

本市の世帯数は、令和５年４月１日現在で 22,308世帯となっており、平成 30

年以前から、一貫して減少傾向で推移しています。 

１世帯あたり人員も減少傾向にあり、平成 30 年の 2.67 人から令和５年には

2.49人となっています。 

 

■世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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(人)

等級別 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

１級 830 800 772 761 738 709

２級 444 437 424 423 416 409

３級 552 564 536 521 531 505

４級 654 646 640 653 654 661

５級 160 162 165 160 166 178

６級 288 284 266 260 231 230

合計 2,928 2,893 2,803 2,778 2,736 2,692

(人)

種類別 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

視覚障害 137 135 137 137 146 155

聴覚・平衡機能障害 359 348 331 336 320 322

音声・言語・そしゃく機能障害 33 37 36 38 38 41

肢体不自由 1,677 1,640 1,567 1,525 1,473 1,439

内部障害 722 733 732 742 759 735

合計 2,928 2,893 2,803 2,778 2,736 2,692

25 30 30 29 25 25

2,903 2,863 2,773 2,749 2,711 2,667

2,928 2,893
2,803 2,778 2,736 2,692

4.80% 4.84% 4.76% 4.80% 4.83% 4.85%

0.00%

1.00%
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0

1,000
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4,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

18歳未満 18歳以上 総人口に占める割合

(人)

第２節 障害者手帳等の状況 

１ 身体障がい者（児）の状況  

本市の身体障害者手帳所持者数は緩やかに減少していますが、総人口に占め

る割合は、4.8％前後でほぼ横ばいに推移しています。 

等級別及び種類別では、それぞれ増減が異なる傾向で推移していますが、等級

別では「１級」、種類別では「肢体不自由」が、一貫して最も多くなっています。 

 

■身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市福祉課（各年度末現在） 
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(人)

等級別 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

Ａ 189 194 190 186 181 181

Ｂ 320 358 346 345 357 356

合計 509 552 536 531 538 537

66 90 71 83 91 76

443
462 465 448 447 461

509
552 536 531 538 537

0.83%

0.92% 0.91% 0.92%
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18歳未満 18歳以上 総人口に占める割合

(人)

２ 知的障がい者（児）の状況  

本市の療育手帳所持者数は、多少の増減をしながら、令和元年度以降は 530人

台で推移しています。総人口に占める割合は 0.8～0.9％台で推移しています。 

等級別にみると、Ａ（最重度・重度・中度かつ身体障害１～３級）所持者は 180

～190 人台でほぼ横ばいで推移しており、Ｂ（中度・軽度）所持者は平成 30 年

度以降、340～350人台となっています。 

 

■療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市福祉課（各年度末現在） 
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(人)

(人)

等級別 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

１級 52 49 53 51 49 47

２級 336 334 356 376 389 429

３級 27 34 32 33 41 40

合計 415 417 441 460 479 516

３ 精神障がい者（児）の状況 

本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、増加傾向で推移しており、総人口

に占める割合も平成 29年度の 0.68％から令和４年度は 0.93％へ 0.25ポイント

上昇しています。 

等級別では、「２級」が全体の約８割を占め、かつ、令和４年度は前年度より

も 40人の大幅な増加（389人→429人）となっています。 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市福祉課（各年度末現在） 
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1,226

1,410

1,632

1,773

1,975

2,120

713
821

928 957

1,091
1,204

58.2% 58.2%
56.9%

54.0%
55.2%

56.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

支給決定者数（Ａ） サービス利用者数（Ｂ） 利用割合（％） Ｂ／Ａ

(人)

第３節 障がい福祉サービス利用者数等の推移 

本市の障がい福祉サービスについて、支給決定者数、サービス利用者数ともに

顕著な増加が見られます。 

支給決定者数に対するサービス利用者数（利用割合）は、概ね 55％前後でほ

ぼ横ばいに推移しています。 

 

■障がい福祉サービス利用者数等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市福祉課（各年度末現在） 
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57

1

11

9

165

113

105

92

22

1

1

36

30

30

235

4

545

270

109

160

121

3

0

0

0

54

0

4

8

153

35

104

57

22

1

1

34

25

27

219

3

152

53

100

142

8

2

0

0

0

0 100 200 300 400 500 600

01_居宅介護

02_行動援護

03_同行援護

04_療養介護

05_生活介護

06_短期入所（福祉型のみ）

07_施設入所支援

08_共同生活援助

09_宿泊型自立訓練

10_自立生活援助

11_自立訓練（機能訓練）

12_自立訓練（生活訓練）

13_就労移行支援

14_就労継続支援Ａ型

15_就労継続支援Ｂ型

16_就労定着支援

17_計画相談支援

18_障害児相談支援

19_児童発達支援

20_放課後等デイサービス

21_保育所等訪問支援

22_居宅訪問型児童発達支援

23_重度訪問介護

24_地域移行支援

25_地域定着支援

支給決定者数

サービス利用者数

(人)

サービス別にみると、令和４年度のサービス利用者数は「就労継続支援Ｂ型」

が 219人で最も多く、次いで「生活介護」が 153人となっています。障がい児の

サービスでは、放課後等デイサービスと学童保育を併用している子どもに対す

る学童保育利用料金の減額など、国と市の枠を超えて子どもへの支援を充実さ

せる独自の施策を実施しています。 

 

■令和４年度 サービス別利用者数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市福祉課（各年度末現在）        
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736 731
755

820 807
842

0

200
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800

1,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

(人)

第４節 自立支援医療（精神通院医療）支給認定者数の推移 

本市の自立支援医療（精神通院医療）支給認定者数は、平成 30年度及び令和

３年度に若干減少しているものの、概ね増加傾向で推移しており、令和４年度に

は 842人となっています。 

 

■自立支援医療（精神通院医療）支給認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市福祉課（各年度末現在） 
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

(施設)

第５節 障がい児の教育・保育の状況 

１ 障がい児保育施設数の推移 

本市では、拠点となる障がい児保育施設としては、保育所１施設となりますが、

発達特性のある児童は市内全施設で受け入れています。総数は、令和元年度まで

は 19施設、令和２年度以降は 20施設となっています。 

 

■障がい児保育施設数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：こども課 
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162 157

220

248

265
254

52 57 57

76 76
66

37
39

44 44

47

44

15 15 15
17 16 15

0

100

200

300

0
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20
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40

50

60

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

小学校 特別支援学級数 中学校 特別支援学級数 特別支援学級児童数 特別支援学級生徒数

(学級) (人)

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

小学校　特別支援学級数 37 39 44 44 47 44

　　　　特別支援学級児童数 162 157 220 248 265 254

中学校　特別支援学級数 15 15 15 17 16 15

　　　　特別支援学級生徒数 52 57 57 76 76 66

２ 特別支援学級数等の推移 

本市の小学校特別支援学級数は 37～47 で推移し、令和４年度は 44 学級とな

っています。中学校特別支援学級数 15～17 で推移し、令和４年度は 15 学級と

なっています。 

また、特別支援学級児童数は 157～265人で推移し、令和４年度は 254人とな

っています。特別支援学級生徒数 52～76 人で推移し、令和４年度は 66 人とな

っています。 

 

■特別支援学級数等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育委員会 
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

卒業者 17 7 18 13 11 9

進学者 0 0 0 0 0 1

教育訓練機関等 0 0 0 0 0 0

就職者 7 3 4 4 3 2

障害福祉サービス 10 4 14 8 7 6

その他 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0

1

7

3

4 4

3

2

10

4

14

8

7

6

0 0 0

1 1

0

17

7
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13

11

9

0

5

10

15

20

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

進学者 就職者 障害福祉サービス その他 卒業者

(人)

３ 特別支援学校高等部卒業者の進路状況 

特別支援学校高等部卒業者の進路状況は、各年度とも障害福祉サービスが最

も多く４～14人、次いで就職者が２～７人となっています。 

 

■特別支援学校高等部卒業者の進路状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：村上特別支援学校 

 

  



 

19 

 

40
42 43

41
44

41

31

35
38

36
34 33

77.5%

83.3%

88.4% 87.8%

77.3%
80.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

20

40

60

80

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

法定雇用対象企業数 法定雇用率達成企業数 法定雇用率達成企業割合

(社)

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

法定雇用対象企業数 40 42 43 41 44 41

法定雇用率達成企業数 31 35 38 36 34 33

法定雇用率達成企業割合 77.5% 83.3% 88.4% 87.8% 77.3% 80.5%

雇用障害者数 92 105 111 104 105.5 102.5

民間企業の法定雇用率 2.0% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 2.3%

第６節 障がい者雇用の状況 

１ 法定雇用率の達成状況 

村上公共職業安定所（ハローワーク村上）管内における法定雇用率の達成状況

をみると、法定雇用率達成企業割合は概ね 80％前後、雇用障がい者数は 105 人

前後で推移しています。 

 

■法定雇用率の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：村上公共職業安定所 
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（合計）新規求職申込件数 （合計）就職件数

(件)

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

合計　新規求職申込件数 96 88 80 75 94 70

　　　就職件数 52 62 60 51 41 63

身体障害者　新規求職申込件数 43 36 18 22 34 20

　　　　　　就職件数 22 21 10 6 10 17

知的障害者　新規求職申込件数 19 15 18 16 13 16

　　　　　　就職件数 12 12 14 8 9 9

精神障害者等　新規求職申込件数 34 37 44 37 47 34

　　　　　　　就職件数 18 29 36 37 22 37

２ 新規求職・就職の状況 

村上公共職業安定所（ハローワーク村上）管内における障がい者の新規求職・

就職の状況をみると、合計の新規求職申込件数が最も多い年度で 96件（平成 29

年度）、最も少ない年度で 70件（令和４年度）となっています。合計の就職件数

は最も多い年度で 63 件（令和４年度）、最も少ない年度で 41 件（令和３年度）

となっています。 

 

■新規求職・就職の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：村上公共職業安定所 
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第７節 アンケート調査結果の概要 

１ 摘要 

（１）調査目的 

本調査は、村上市における「第４次障がい者計画」「第７期障がい福祉計画」

「第３期障がい児福祉計画」の策定に向け、障がい福祉サービスの利用実態や福

祉に関する意識、意向などを把握し、計画策定や施策推進に役立てるための基礎

資料として実施しました。 

 

（２）実施概要 

調査種別、調査対象、調査方法及び回収結果等は次のとおりとなります。 

 

■調査種別等 

調査種別 調査対象 調査方法 調査期間 

障がい者調査 
18歳以上の市内在住 

障がい者手帳所持者等 
郵送配布・郵送回収 令和５年９月 

障がい児調査 
18歳未満の市内在住 

障がい者手帳所持者等 

 

■回収結果 

調査種別 配布数 回収数 有効回収数 

障がい者調査 400人 
236 人 

（回収率 59.0％） 

234 人 

（回収率 58.5％） 

障がい児調査 100人 
46 人 

（回収率 46.0％） 

45 人 

（回収率 45.0％） 
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45.3

38.0

32.9

25.2

22.6

13.2

10.7

9.0

6.0

15.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

経済的な負担の軽減

必要な在宅サービスが適切に利用できること

在宅で医療的ケアなどが適切に得られること

障がい者に適した住居の確保

相談対応などの充実

地域住民などの理解

コミュニケーションについての支援

生活訓練などの充実

その他

無回答

全体(n=234) .

２ 障がい者調査結果の概要 

（１）地域で生活するために必要な支援 

地域で生活するために必要な支援については、「経済的な負担の軽減」の割合

が 45.3％で最も高く、次いで「必要な在宅サービスが適切に利用できること」

（38.0％）、「在宅で医療的ケアなどが適切に得られること」（32.9％）などの順

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 
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20.3

15.7

15.7

15.2

11.2

10.2

7.6

7.1

6.1

5.6

14.7

25.9

0% 10% 20% 30%

公共交通機関が少ない（ない）

道路や駅に階段や段差が多い

外出にお金がかかる

困った時にどうすればいいのか心配

列車やバスの乗り降りが困難

外出先の建物の設備が不便

（通路、トイレ、エレベーターなど）

介助者が確保できない

周囲の目が気になる

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

発作など突然の身体の変化が心配

その他

無回答

全体(n=197) .

（２）外出する時に困ること 

外出する時に困ることについては、「公共交通機関が少ない（ない）」の割合が

20.3％で最も高く、次いで「道路や駅に階段や段差が多い」「外出にお金がかか

る」（同率 15.7％）、「困った時にどうすればいいのか心配」（15.2％）などの順

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 
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32.5

30.8

29.5

27.8

24.8

22.2

20.1

19.2

19.2

15.0

13.7

9.4

4.3

37.2

0% 10% 20% 30% 40%

職場の上司や同僚の障がいに対する理解

職場（会社など）の障がい者理解

勤務時間や日数が体調に合わせて

変更できること

通勤手段の確保

具合が悪くなった時に気軽に通院できること

短時間勤務や勤務日数などの配慮

職場で介助や援助などが受けられること

勤務場所におけるバリアフリーなどの配慮

就労後のフォローなど、職場と支援機関との連携

仕事についての職場外での相談対応、支援

在宅勤務の拡充

企業ニーズに合った就労訓練

その他

無回答

全体(n=234) .

（３）障がい者の就労支援に必要だと思うこと 

障がい者の就労支援に必要だと思うことについては、「職場の上司や同僚の障

がいに対する理解」の割合が 32.5％で最も高く、次いで「職場（会社など）の

障がい者理解」（30.8％）、「勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること」

（29.5％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 
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73.5

24.8

23.1

18.4

9.0

8.1

6.4

5.1

4.3

4.3

4.3

0.4

0.0

3.8

9.8

0% 20% 40% 60% 80%

家族や親せき

かかりつけの医師や看護師

友人・知人

施設の指導員など

病院のケースワーカーや

介護保険のケアマネジャー

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

近所の人

行政機関の相談窓口

職場の上司や同僚

民生委員・児童委員

相談支援事業所などの民間の相談窓口

障がい者団体や家族会

通園施設や保育園、幼稚園、学校の先生

その他

無回答

全体(n=234) .

（４）悩みや困りごとの相談先 

悩みや困りごとの相談先については、「家族や親せき」の割合が 73.5％で最も

高く、次いで「かかりつけの医師や看護師」（24.8％）、「友人・知人」（23.1％）

などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 
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19.7 30.3 32.9 17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=234)

名前も内容も知っている 名前を聞いたことがあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない 無回答

2.6

66.2 20.9 10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=234)

持っている 持っていない 知らない 無回答 .

（５）成年後見制度についての認知 

成年後見制度についての認知については、「名前も内容も知らない」の割合が

32.9％で最も高く、次いで「名前を聞いたことがあるが、内容は知らない」

（30.3％）、「名前も内容も知っている」（19.7％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）ヘルプマークの所持状況 

ヘルプマークの所持状況については、「持っていない」の割合が 66.2％で最も

高く、次いで「知らない」（20.9％）、「持っている」（2.6％）の順となっていま

す。 
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35.0 40.2 17.1 7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=234)

できる できない わからない 無回答 .

42.7

39.7

38.9

15.4

14.5

14.1

9.0

6.8

2.1

13.2

12.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

避難場所の設備（トイレなど）や生活環境が不安

安全なところまで、迅速に避難することができない

投薬や治療が受けられない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない

周囲とコミュニケーションがとれない

救助を求めることができない

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

補装具の使用が困難になる

その他

特にない

無回答

全体(n=234) .

（７）災害時の単独避難の可否 

災害時の単独避難の可否については、「できない」の割合が 40.2％で最も高く、

次いで「できる」（35.0％）、「わからない」（17.1％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）災害時に困ること 

災害時に困ることについては、「避難場所の設備（トイレなど）や生活環境が

不安」の割合が 42.7％で最も高く、次いで「安全なところまで、迅速に避難す

ることができない」（39.7％）、「投薬や治療が受けられない」（38.9％）などの順

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 
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6.0 18.4 15.8 47.9 12.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=234)

進んでいる ある程度は進んでいるが不十分である

進んでいない わからない

無回答 .

29.9

23.9

23.5

16.7

16.2

12.8

3.0

28.6

3.4

15.4

0% 10% 20% 30%

市の広報紙などで障がいに対する

理解を呼びかける

障がいのある人とない人が共に参加する

行事を行う

学校などでの福祉教育を充実する

障がいのある人が社会に進出する

企業が福祉活動に携わる

講演会や学習会を開催する

必要なことはない

わからない他

その他

無回答

全体(n=234) .

（９）居住地域における「共生社会」への理解 

居住地域における「共生社会」への理解については、「わからない」の割合が

47.9％で最も高く、次いで「ある程度は進んでいるが不十分である」（18.4％）、

「進んでいない」（15.8％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）居住地域における「共生社会」への理解促進のため必要なこと 

居住地域における「共生社会」への理解促進のため必要なことについて、「わ

からない他」を除けば、「市の広報紙などで障がいに対する理解を呼びかける」

の割合が 29.9％で最も高く、次いで「障がいのある人とない人が共に参加する

行事を行う」（23.9％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 



 

29 

 

6.1 12.1 39.4 18.2 12.1 6.1

3.0

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=33)

１歳未満 １歳～３歳未満 ３歳～６歳

７歳～12歳 13歳～15歳 16歳～18歳

覚えていない 無回答 .

6.7 91.1 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=45)

該当する 該当しない 無回答 .

３ 障がい児調査結果の概要 

（１）障がい者手帳取得時期 

障がい者手帳取得時期については、「３歳～６歳」の割合が 39.4％で最も高く、

次いで「７歳～12歳」（18.2％）、「１歳～３歳未満」「13歳～15歳」（同率 12.1％）

などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）重症心身障がいの該当状況 

重症心身障がいの該当状況については、「該当しない」の割合が 91.1％で、「該

当する」（6.7％）を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

30 

 

75.6 22.2 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=45)

ある ない 無回答 .

73.5

41.2

41.2

14.7

17.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）

精神遅滞

注意欠如・多動症（ＡＤＨＤ）

学習障害（ＬＤ）

その他

無回答

全体(n=34) .

（３）発達障がいの診断 

発達障がいの診断については、「ある」の割合が 75.6％で、「ない」（22.2％）

を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）発達障がいの種類 

発達障がいの種類については、「自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）」の割合が

73.5％で最も高く、次いで「精神遅滞」「注意欠如・多動症（ＡＤＨＤ）」（同率

41.2％）、「学習障害（ＬＤ）」の順となっています。また、「その他」の割合は

17.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 

 

  



 

31 

 

2.2

97.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=45)

ある ない 無回答 .

11.1 88.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=45)

はい いいえ 無回答 .

15.6 55.6

2.2 4.4

11.1

4.4

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=45)

乳幼児健康診査 病院・診療所 入園時の健康診断

入学時の健康診断 児童相談所 その他

ペアレント・トレーニング 覚えていない 無回答

（４）高次脳機能障がいの診断 

高次脳機能障がいの診断については、「ない」が 97.8％、「はい」が 2.2％で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）強度行動障がいの診断 

強度行動障がいの診断については、「いいえ」が 88.9％、「はい」が 11.1％で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）障がいのあることがわかったきっかけ 

障がいのあることがわかったきっかけは、「病院・診療所」の割合が 55.6％で

最も高く、次いで「乳幼児健康診査」（15.6％）、「児童相談所」（4.4％）などの

順となっています。また、「その他」の割合は 11.1％となっています。なお、「覚

えていない」の割合は 4.4％となっています。 
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66.7

42.2

28.9

24.4

22.2

20.0

20.0

17.8

13.3

8.9

6.7

0.0

13.3

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

将来の見通しに不安がある

緊急時の対応に不安がある

精神的な負担が大きい

他に手助けを頼める人がいない

養育者自身の健康に不安がある

周囲の理解が得られない

経済的な負担が大きい

休養や息抜きの時間が少ない

長期の旅行や外出ができない

仕事や社会活動などができない

身体的な負担が大きい

その他

特に困っていることはない

無回答

全体(n=45) .

（７）現在困っていること 

困っていることについては、「将来の見通しに不安がある」の割合が 66.7％で

最も高く、次いで「緊急時の対応に不安がある」（42.2％）、「精神的な負担が大

きい」（28.9％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 
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80.0

53.3

33.3

22.2

15.6

6.7

4.4

4.4

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.2

4.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族や親族

医療機関（かかりつけの医師や看護師）

通所施設・作業所

友人・知人

相談支援事業所

市役所・保健センターなどの窓口

知的障害者相談員

保健師・ホームヘルパーなど

近所の人

民生委員・児童委員

ことばとこころの相談室

教育相談室・適応指導教室

青少年健全育成センター

社会福祉協議会

ボランティア

薬局・介護用品店

参加している団体・グループ

その他

だれにも相談していない

無回答

全体(n=45) .

（８）困りごとの相談先 

困りごとの相談先については、「家族や親族」の割合が 80.0％で最も高く、次

いで「医療機関（かかりつけの医師や看護師）」（53.3％）、「通所施設・作業所」

（33.3％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 



 

34 

 

55.6

17.8

11.1

11.1

11.1

6.7

6.7

2.2

4.4

20.0

4.4

0% 20% 40% 60%

学校卒業後の進路に不安がある

通学や通園の送り迎えが大変

教職員の指導・支援の仕方が心配

友だちとの関係づくりがうまくできない

専門的な教育・指導に関する情報が少ない

専門的な教育・指導を受ける機会がない

今後の学校選択で迷っている

学校のカリキュラムが本人に合わない

その他

特にない

無回答

全体(n=45) .

（９）学校教育について困っていること 

学校教育について困っていることについては、「学校卒業後の進路に不安があ

る」の割合が 55.6％で最も高く、次いで「通学や通園の送り迎えが大変」（17.8％）、

「教職員の指導・支援の仕方が心配」「友だちとの関係づくりがうまくできない」

「専門的な教育・指導に関する情報が少ない」（同率 11.1％）などの順となって

います。なお、「特にない」の割合は 20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 
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68.9

46.7

35.6

35.6

26.7

24.4

24.4

17.8

15.6

8.9

8.9

8.9

6.7

6.7

6.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

将来のこと

本人の成長や発達のこと

本人の行動上の課題のこと

災害時のこと

緊急時のこと（急病・けがなど）

友だちなど周囲の人との関係のこと

医療・健康のこと

学校・教育のこと

外出のこと

介助・介護のこと

リハビリ・訓練のこと

住まいのこと

治療費のこと

その他

特にない

無回答

全体(n=45) .

（10）日常生活で不安に思うこと 

日常生活で不安に思うことについては、全体では「将来のこと」の割合が

68.9％で最も高く、次いで「本人の成長や発達のこと」（46.7％）、「本人の行動

上の課題のこと」「災害時のこと」（同率 35.6％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 
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35.6

33.3

22.2

13.3

8.9

8.9

6.7

4.4

2.2

11.1

26.7

6.7

0% 10% 20% 30% 40%

気軽に受診できる医療機関が近くにない

発達に関する専門的な医療を受けられる

機関が少ない

発達に関する専門的な医療を受けられる

機関が近くにない

通院のための移動手段で困っている

医療機関に関する情報が少ない

医療に関する手続きが大変である

通院のために付き添ってくれる人がいない

緊急時に対応してくれる医療機関がない

医療費の負担が大きい

その他

困っていることはない

無回答

全体(n=45) .

（11）医療に関して困っていること 

医療に関して困っていることについては、全体では「気軽に受診できる医療機

関が近くにない」の割合が 35.6％で最も高く、次いで「発達に関する専門的な

医療を受けられる機関が少ない」（33.3％）、「発達に関する専門的な医療を受け

られる機関が近くにない」（22.2％）などの順となっています。なお、「困ってい

ることはない」の割合は 26.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数回答】 
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第８節 本市の障がい福祉をめぐる課題 

本章で確認した障がい者を取り巻く現状を踏まえ、本計画の課題を取りまと

めると次のとおりとなります。 

 

課題１  希望する障がい福祉サービスをいつでも受けられる体制の整備 

 

障がい者が必要とする支援やサービスは多様化してきています。今後も、障が

い者が地域の中で必要とするサービスを利用しながら安心して暮らせるよう、

サービス提供体制を充実するとともに、サービスの質の向上に取り組んでいく

ことが求められます。 

また、障がい者一人ひとりが、そのニーズに応じた必要なサービスへ適切につ

ながるよう相談体制を充実させるとともに、今後も必要とされるニーズの把握

や障がい者に寄り添った施策を展開していくためにも、継続的に障がい者や介

助者の方の声を汲み取っていくことが必要です。 

 

課題２  地域での生活が続けられるまちづくり 

 

これまで地域で生活してきた障がい者が今後も引き続き住み慣れた地域で生

活していけるように、また、施設等を出て地域で暮らしていきたいと考えている

方も含めて、地域で安心して自立した生活を送られるような環境づくりを今後

も進めていく必要があります。特に地域生活への移行を進めるには、グループホ

ーム等の居住の場をさらに確保するとともに、外出する際の移動支援の確保や

公共施設等のバリアフリー化、災害時の避難体制等の確保なども引き続き進め

ていく必要があります。 

 

課題３  就労の場の整備 

 

障がい者の自立のためには、経済的な基盤を確保することも求められます。現

状でも、法定の雇用数を確保している企業等は多くありますが、引き続き障がい

についての理解を促進し、さらなる雇用機会の拡大が必要です。また、障がい者

が働き続けられる職場環境を整備するためには、企業など受け入れ側の理解と

ともに、就労に関する相談や就労訓練などを通じた障がい者への就労支援にも

今後も継続して取り組んでいく必要があります。 
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課題４  権利擁護の推進 

 

障がい者の親世代の高齢化が進み、体力的、精神的の両面で支えることが困難

となっている状況もみられます。成年後見制度や社会福祉協議会が行う事業の

認知度はあまり高くないことから、今後の生活の不安を解消するために、制度や

内容の普及を行い、社会福祉協議会と連携して進めていく必要があります。 

障がい者の権利に対する正しい知識の普及を推進するためには、とりまく市

民や支援する団体との連携をさらに強化しながら、障がいについての理解を深

める啓発活動や交流活動等の継続的な取組とともに、障がい者に対する差別の

解消や虐待防止のための啓発活動や、虐待等に的確に対応していくための体制

を整備していく必要があります。 

 

課題５  サービスを担う人材の確保 

 

地域で生活するために必要とするサービスを質、量の両面で適切に受けられ

るよう体制を充実することが求められます。なかでも、相談業務を含めた福祉分

野でのサービスを担う人材の確保は大きな課題となっています。事業者が人材

の資質向上を通じて新たな課題に的確に対応できるよう支援するとともに、多

様な人材を確保し、こうした人材が定着していくよう労働環境の整備を図って

いく必要があります。 

 

課題６  障がい児の支援体制の充実 

 

障がい児の保護者にとって、日常生活や学校教育において困っていること、不

安なこととして、将来のこと、介助する側の負担、将来の不安につながる現在の

課題などが挙げられていますが、これらに適切に対応していくため、相談体制を

充実させ、支援や障がい福祉サービスに結び付けていくとともに、相談を受けた

内容を今後の施策に結び付けていく必要があります。 

また、医療に関しては、子どもの発達などに関して身近で十分な医療を受けら

れないことが多く挙げられていることから、必要な医療を身近で受診できる環

境を充実させていくため、今後も関係機関等と連携を図り、こうした情報を必要

とする人に対して、引き続きしっかりと情報伝達していくことが必要です。 
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第２編 障がい者計画 
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第１章 基本的考え方 

第１節 基本理念 

国は、令和５年３月に第５次障害者基本計画を策定しましたが、その基本理念

は「共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動

に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障

害者の社会参加を制約する社会的障壁を除去するため、施策の基本的な方向を

定める」として、第４次障害者基本計画の基本理念を継承しました。 

また、本市の「第３次村上市総合計画」は、「あふれる笑顔のまち村上」を将

来像とし、障がい者福祉の政策方針を「障がいのある人が安心して自分らしく暮

らせるまちづくり」としています。 

これらのことから、本計画においても第３次村上市障がい者計画の基本理念

「お互いの個性を尊重し、活き活きと安心して暮らせる支え合いのまちづくり」

を継承し、国の障害者基本計画にある「共生社会の実現」に向けて、各施策の推

進を図ることとします。 

 

 

 

障がい者計画の基本理念 

お互いの個性を尊重し、活き活きと安心して暮らせる 

支え合いのまちづくり 
 

 

  



 

42 

 

第２節 基本目標 

本計画の基本理念を実現するため、次の４つの基本目標を定めます。 

 

 

基本目標１ 権利擁護の推進、差別の解消 

 

地域の中で、障がい者がその人権を保障され、人間としての尊厳を保つために

は、自らの生き方や必要とするサービスの主体的な選択・決定を尊重する必要が

あります。意思決定が極めて困難な場合であっても、障がい者（児）本人の基本

的人権や利益などを擁護する役割を担う家族や支援者などが、本人の意思を理

解し、引き出しながら、意思決定をする体制を整備することにより、障がい者

（児）が主体性を発揮できるように努めます。 

また、障がいのある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合い、共生する

社会の実現に向け、障害者差別解消法等に基づき、合理的配慮の提供義務を含め

た障がいを理由とする差別の解消の推進に取り組みます。 

 

 

基本目標２  安心できる地域生活の実現 

 

住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、身近な場所において生活全

般にわたる保健・福祉・医療などの総合的なサービスを利用できる環境づくりが

必要です。 

このため、障害福祉サービス事業所との協力のもと、グループホーム整備等の

サービスの充実を図るとともに、引き続き施設サービスも含めた様々な分野で

多様な質の高いサービスを提供できる体制を整え、包括的な支援体制を目指し

ます。 

また、障がいの早期発見や治療、疾病の予防や障がいの軽減など、健康で元気

に生活するための支援の推進を図り、快適に生活できるまちづくりを進めます。 

 

 

基本目標３  障がい者の自立支援 

 

障がい者が地域で自立した生活を送るためには、安定した経済的な基盤とそ

れぞれのライフステージにおいて活動を促す環境を整えることが必要です。就
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労を希望する障がい者を含めて、一人ひとりがその意欲と適性に応じたかたち

で活躍できるよう、一般就労だけでなく、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ

型、地域活動支援センター等の様々な支援を推進します。 

また、障がい者の人生の各段階で、障がいのある人もない人も共に、お互いの

理解を深めながら社会参加できるまちづくりを進めます。 

 

 

基本目標４  障がい児の支援体制整備 

 

発達特性や障がいのある子どもに対する健やかな育成のための発達支援体制

について、児童福祉法等に基づく支援施策との調和を図るとともに、引き続きラ

イフステージに沿って切れ目のない支援となるよう関係機関が連携を図り、よ

り一層の支援体制の充実に努めます。 
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第３節 基本施策 

基本理念を実現するために推進する基本的な施策方針は次のとおりです。 

 

１  権利擁護の推進、差別の解消及び虐待の防止 

 

障がい者（児）が地域で暮らしていく上で生じる「社会的障壁」を取り除くた

め、障がいの理解を深める取組を通じ、障がいがある人もない人もお互いを尊重

し合えるよう共生社会の実現を目指します。 

また、成年後見制度の利用促進に取り組むほか、障がいを理由とする差別等の

解消、障がい者（児）への虐待の防止など、より一層、権利擁護を推進します。 

 

２  安全・安心のまちづくり 

 

障がい者が地域社会の中で安心して生活できるよう、住宅・建築物・公共交通

機関・歩行空間など生活空間のバリアフリー化を推進します。 

障がい者が安心して暮らせるまちづくりを進めるために、災害時の避難など

においてはあらかじめ必要な対策を図るとともに、交通安全、防犯体制、消費者

対策など、障がい者にとって安心できるまちづくりを進めます。 

 

３  生活支援の充実 

 

利用する方の立場に立って考え、地域生活支援事業の根幹となる地域におけ

る居住、移動、コミュニケーションなどの地域生活を支える事業の充実を図り、

障がいのある全ての人の豊かな地域生活の実現を目指してサービスを提供しま

す。 

 

４  保健・医療の充実と障がい発生の予防 

 

障がい者に対して、適切な保健サービス、医療、医学的リハビリテーション等

をより一層充実するとともに、障がいの原因となる疾病等の予防・治療が可能な

ものについては、引き続きこれらに対する保健・医療サービスの適切な提供を図

ります。 
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５  雇用・就労の支援 

 

雇用・就労は、障がい者の自立・社会参加のための重要な柱の一つであるため、

障がい者が能力を最大限発揮し働くことができるよう、環境整備を図ります。 

 

６  社会参加の促進 

 

障がい者の自己実現を支援するために、社会参加の機会を整備します。選挙や

政治参加において、障がいのある人に情報格差などが生じないように、情報提供

などの条件整備を進めます。 

 

７  教育の振興 

 

障がいのある子ども一人ひとりのニーズに応じて、きめ細かな支援を行うた

め、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した教育や療育を行うとともに、学習障が

い、注意欠陥・多動性障がい、自閉症などについて、引き続き、教育的支援を行

う等の対応をしていきます。 

 

８  障がい児の支援体制の整備 

 

発達特性や障がいのある子どもに対する健やかな育成のための発達支援体制

について、引き続き、児童福祉法等に基づく支援施策との調和を図るとともに、

ライフステージに沿って切れ目のない支援となるよう関係機関が連携を図り、

より一層の支援体制の充実に努めます。 

 

９  計画の推進体制 

 

障がい者を支える障がい福祉サービスなどの事業の安定的供給とサービスの

質の向上を目指して、引き続き、市と障害福祉サービス事業所や周辺市町村、地

域などとの連携により、本計画を推進する体制の整備を進めます。 
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第４節 施策体系 

本計画では、基本理念を実現するための各施策を下図のとおり体系的に実施

します。 

 

 

 

 

 

１ 権利擁護の推進、差別の解消 

２ 安心できる地域生活の実現 

３ 障がい者の自立支援 

４ 障がい児の支援体制整備 

基本施策１ 権利擁護の推進、差別の解消及び虐待の防止 

１ 権利擁護の推進及び虐待の防止 

２ 障がいを理由とする差別の解消 

３ 福祉教育等の促進 

基本施策２ 安全・安心なまちづくり 

１ バリアフリーとユニバーサルデザインの推進 

２ 防災対策の推進 

３ 防犯対策の強化、消費者対策の充実 

４ 交通安全の推進 

基本施策３ 生活支援の充実 

１ 相談支援体制の充実 

２ 居住支援の充実 

３ 移動・交通手段の充実 

４ 情報提供・コミュニケーション支援の充実 

５ 地域包括支援の推進 

 

 

基本理念 

お互いの個性を尊重し、活き活きと安心して暮らせる 

支え合いのまちづくり 

基
本
目
標 
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基本施策４ 保健・医療の充実と障がい発生の予防 

１ 障がいの原因となる予防対策の実現 

２ 障がいの早期発見・早期治療の推進 

３ 保健・医療・リハビリテーションの連携 

４ 難病や発達障がいに関する施策 

基本施策５ 雇用・就労の支援 

１ 雇用の拡大 

２ 就労環境の整備 

基本施策６ 社会参加の促進 

１ 地域活動への参加促進 

２ ボランティア活動やＮＰＯ活動の支援 

３ スポーツ、芸術・文化、レクリエーション活動等の推進 

４ 選挙と政治参加 

基本施策７ 教育の振興 

１ 早期教育の充実 

２ 学校教育の充実 

３ 自立と社会参加を促進する教育の促進 

基本施策８ 障がい児の支援体制の整備 

１ 障がい児支援の充実 

基本施策９ 計画の推進体制 

１ 障がい福祉サービスの充実 

２ 評価とサービスの質の確保 

３ 専門職種の養成・確保 
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第２章 施策の展開 

基本施策１ 権利擁護の推進、差別の解消及び虐待の防止 

障がい者が地域社会の中で、とりまく市民とともに互いに協力して地域社会

を築いていけるような環境を目指します。そのために障がい者の権利に対する

正しい知識の普及・啓発の推進を進め、障がい者に対する差別や偏見をなくし、

障がい者を保護・支援する体制づくりを積極的に行います。 

 

１ 権利擁護の推進及び虐待の防止 

◎施策の方針 

精神上の障がいにより判断能力が不十分なため、契約等の法律行為における

意思決定が困難な人が地域の中で自立した生活を送ることができるよう、財産

の保全管理や各種申請など、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用促進

を目指します。 

また、虐待行為など障がい者の権利侵害は、初期の段階で対応することが大切

です。このため、国・県と連携しながら虐待防止の啓発を充実し虐待の予防を図

ります。さらに、虐待が発生していた場合の早期発見から適切な対応につなぐ一

貫した支援体制の確立を目指します。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①意思決定支援の質

の向上 

・自ら意思を決定することに支援が必要な障がい者等

が、障がい福祉サービス等を適切に利用できるよう

相談支援専門員やサービス管理者等に研修などを

通した意思決定支援の質を向上や意思決定支援ガ

イドラインの普及を図ります。 

②日常生活自立支援

事業の推進 

・知的障がい者や精神障がい者など判断能力が不十分

な人に対する権利擁護の相談、障がい福祉サービス

の利用援助、金銭管理サービスなどを行う日常生活

自立支援事業を推進します。 

③成年後見制度の推

進 

・知的障がい者や精神障がい者など判断能力が不十分

な人を保護するために、成年後見制度の周知や体制

づくりを図ります。 

・今後もニーズが増える可能性が大きいので、関係機

関と連携し、支援体制を強化します。 
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施策・事業 施策の概要 

④虐待防止など人権

に関する啓発の推

進 

・障がい者に対する虐待防止のため、広く市民に対す

る意識啓発を行うほか、地域での取組に関する啓発

を行います。 

⑤虐待等への的確な

対応のための体制

整備 

・虐待の早期発見のためのチェック機能の強化と警察

や医療機関、民生委員・児童委員などの関係機関・

団体との連携強化による速やかな連絡・連携体制の

確立を進めます。 

 

 

２ 障がいを理由とする差別の解消 

◎施策の方針 

全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、日常生活や社会生

活における障がい者の活動を制限し社会参加を制約している社会的障壁を取り

除くことが重要と考えます。障がいを理由とする差別の解消を推進し、全ての市

民が障がいの有無によって分け隔てなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する真に平等な社会の実現を目指します。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①障害者差別解消法

の周知 

・障がいを理由とする差別の解消に向け、市民や事業

者に対して必要な啓発（市報への掲載やリーフレッ

トの作成等）を行います。 

②障害者差別解消法

に基づく職員対応

の向上 

・障害者差別解消法に基づく「村上市職員対応要領」

による市職員対応の向上など、障がい者と関わる職

員等の対応向上に努めます。 

 

 

  



 

50 

 

３ 福祉教育等の促進 

◎施策の方針  

障がい者の人権について理解を深めるためには、就学前の教育や学校教育の

中で、早い段階から人権教育を進める必要があります。このため、学校等におけ

る一貫した人権教育を推進するとともに、福祉体験、ボランティア体験の機会の

充実を目指します。また、地域社会においては、「出前講座」のメニューの充実

や研修会、説明会等で福祉教育に対する意識の高揚を図ります。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①公共サービスに携

わっている者への

啓発 

・市職員のほか、公共サービスに携わる職員等への研

修を行い、障がいについての正しい知識と具体的な

支援のあり方についての理解を深めます。 

②生涯学習を通じた

人権や障がい者問

題の学習機会の充

実 

・生涯学習（出前講座やセミナー）を通じた人権や障

がい者問題に関する学習機会を充実します。 

・人権啓発事業を充実します。 

・障がい者の支援に必要な基本的知識の普及に努めま

す。 
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基本施策２ 安全・安心のまちづくり 

障がい者が地域で安全・安心に過ごせるまちづくりが求められています。障が

い者の日常生活及び就労や趣味、余暇活動において生きがいをもち、社会参加し

ていくために、外出することは必要不可欠であり、障がい者にとって外出が容易

にできる生活環境の整備が必要です。本市においては、道路をはじめとした生活

空間、公共施設等のバリアフリー化、公共交通の確保といった取組を進めていま

すが、引き続き、障がい者にとって住みよいまちづくりに取り組んでいきます。

また、障がい者は災害や犯罪などに対して非常に弱い立場であり、周りからの支

援が必要です。障がい者の防災や防犯のために、市のみならず、とりまく市民、

関係機関との連携を図りながら、緊急時の体制整備や情報提供に努めます。 

 

 

１ バリアフリーとユニバーサルデザインの推進 

◎施策の方針 

障がい者にやさしいまちづくりのために、バリアフリー新法に基づき道路、公

園、交通機関をはじめ、公共施設のバリアフリー化を進め、車いすなどでも安心

して移動できる環境づくりを進めます。また、障がい者の身になって考え、行動

を起こすことができるよう「心のバリアフリー」の啓発も進めます。 

さらに、障がい者に配慮された環境の整備を通して、障がいのある人もない人

も全ての人にとって配慮がなされたユニバーサルデザインの考えのもと、まち

づくりに努めます。  

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①公共施設のバリア

フリー化、ユニバー

サルデザイン化の

推進 

・障がいの有無や年齢に関わらず、誰もが利用しやす

い施設となるよう、公共施設のバリアフリー化の推

進とともに、施設の段差解消やおもいやり駐車場ス

ペースへの屋根の設置などについて、計画段階から

のユニバーサルデザイン化を進めます。 

②オストメイト対応

トイレの設置 

・多目的トイレ（オストメイト対応等）の設置等、市

施設の改善、整備を行い高齢者や障がい者等にやさ

しいまちづくりを進めます。 
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施策・事業 施策の概要 

③安全で快適な道づ

くり 

・歩道の段差解消や点字ブロックの設置等による安全

で快適な道づくりをします。また、看板や駐輪など

路上に障がい物がない歩道環境や障がい者用駐車

スペースの利用マナー等について市民意識の啓発

を行います。 

④公園環境の整備 

・インクルーシブ公園に代表される公園や観光施設等

のバリアフリー化を推進します。また、障がい者が

利用しやすい多目的トイレの設置や案内板等の設

置に努めます。 

⑤交通機関のバリア

フリー化 

・バス路線やＪＲ羽越本線、粟島航路などの公共交通

機関の利用に関して、各種関連計画との調整を行

い、引き続き利用者の利便性の向上の視点からバリ

アフリー化を働きかけます。 

⑥心のバリアフリー

の啓発 

・出前講座などを通して「心のバリアフリー」の啓発

活動を進めます。 

⑦民間建築物の整備

改善の促進 

・不特定多数の市民が利用する商業施設や銀行、病院

などの民間建築物についてもバリアフリー化やユ

ニバーサルデザイン化を図るよう啓発活動を進め

ます。 

⑧利用者の安全確保

に向けた取組 

・サービス事業所において、平時から地域住民や関係

機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の安

全確保に向けた取組を進めます。 

 

 

２ 防災対策の推進 

◎施策の方針  

地震や台風、土石流など全国的に大きな災害が続いている中で、本市でも令和

４年８月に大雨による災害に見舞われました。障がい者が安心して地域生活が

送れるよう、市全体で防災対策に努めます。障がい者など災害時に援護が必要な

人に対し、避難行動要支援者名簿を活用し、災害時見守りカード（個別避難計画）

の作成を進めていきます。 
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◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①避難誘導体制の整

備 

・市地域防災計画に基づき、障がい者など避難行動要

支援者に対する災害時の情報伝達、避難誘導体制を

強化します。 

②災害時の障がい者

の受け入れ体制の

検討 

・障がい者などの要配慮者の災害時の収容を想定した

福祉避難所を 46 施設と協定締結していますが、更

に協定締結施設数の増加を図っていきます。また、

指定福祉避難所への直接避難が行えるよう避難行

動要支援者の実情に応じた検討を行います。 

③緊急通信システム

の充実 

・災害及び緊急事故の発生時における緊急通報体制の

充実と迅速・的確な活動のため関係機関との連携強

化を図ります。 

・聴覚・言語機能障がいのある人が外出先からも緊急

通報ができる「Net119」の普及を進めます。 

・機器を貸与し、緊急通報体制の充実を図っている緊

急通報システム事業の PR を行い、要配慮者の緊急

通報体制の強化に取り組んでいきます。 

④災害時見守りカー

ド（個別避難計画）

の作成及び防災体

制の整備 

・災害時の避難行動要支援者名簿を用いて、具体的な

避難方法等を区長及び民生委員等の協力を得なが

ら、避難に必要な各種情報を記載した「災害時見守

りカード（個別避難計画）」を作成し、緊急時に活用

できるよう備えます。 

・介護・福祉事業所と連携し、特に優先度の高い対象

者への取組を進めます。 

・地域の自主防災組織を中心に高齢者や障がい者が安

全で安心して暮らせる地域ぐるみの防災体制づく

りを支援します。 
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３ 防犯対策の強化、消費者対策の充実 

◎施策の方針 

障がい者が犯罪にあわないように、自治会や防犯協会、警察署とも連携した防

犯対策や消費者対策を行います。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①防犯組織の強化 

・自治会との連携により、自主防衛組織の結成・育成

を支援し、見守り体制の強化を目指します。 

・「村上ながらパトロール隊」を設置し、市民、事業者

の登録者が散歩や業務での外回りの際の「ながらパ

トロール」を引き続き実施します。今後も登録者の

増加に引き続き取り組んでいきます。 

②消費者対策の充実 

・支援を要する方への見守りのポイントなどを啓発

し、被害の早期発見につながるような取り組みを強

化するなど、振り込め詐欺などの被害にあわないよ

う広報活動を強化します。また、悪質な商取引に巻

き込まれないよう、啓発に努めます。 

 

 

４ 交通安全の推進 

◎施策の方針 

障がい者の安全な地域生活のために、交通安全対策に取り組み、安全なまちづ

くりを進めます。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①交通安全対策 

・障がい者が地域生活を行うにあたり、居住地区周辺

をはじめとした交通安全対策を行うとともに、障が

い者団体や交通安全協会等と連携を図りながら、障

がい者に対する安全教室の実施などの対策を強化

します。 

・村上警察署に横断歩道及び信号機の設置要望等を継

続していきます。 
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基本施策３ 生活支援の充実 

地域の受け入れ条件が整えば退院可能な精神障がい者や現在社会福祉施設に

入所中の障がい者の地域生活移行を進めていくために、住まいや通所施設等の

日中活動の場の環境整備に取り組むことが必要です。また、地域生活に必要な買

い物支援や移動手段なども課題であり、障がい者の地域での生活を支える体制

の整備を図ります。地域の特性や利用者の状況に応じた事業を効率的に実施し、

自立した日常生活を営むことができるよう地域生活支援事業などの充実に努め

ます。そのためにも相談支援事業所、又は相談支援専門員の確保及び負担軽減措

置などの充実と、地域生活を支援する支援体制の整備やネットワークの構築を

推進します。各種年金、医療費助成、手当等は障がい者の重要な経済的基盤にな

ることから、その制度内容等についての情報提供を行い、制度の運用促進を目指

します。また、精神障がい者に対する各種割引制度の拡充を関係機関等に働きか

けます。 

 

１ 相談支援体制の充実 

◎施策の方針 

障がい者本人の自己選択・自己決定を原則に、安心した生活を送ることができ

るように、様々な相談に適切に対応できる仕組みづくりとして、村上・岩船地域

自立支援協議会を中心としたネットワーク体制を確立し、各種専門機関への情

報提供、連携を図りながら、総合的かつ効果的なサービス基盤の整備に努めます。  

また、村上市障がい者基幹相談支援センターにおいて、専門的かつ総合的な相

談支援体制の充実を図ります。 

障害者総合支援法におけるケアマネジメントに加え、市民、事業者、企業、ボ

ランティア、ＮＰＯ等がそれぞれの責任と役割による連携、協力のもと、公的な

サービスとそれ以外の様々なサービスを組み合わせた総合的なサービス提供の

仕組みづくりに努めます。 

また、令和６年４月の精神保健福祉法改正に伴い、精神障がい者と精神保健に

課題を抱えている方々の障がい福祉・介護・母子保健等が関係する複合的なニー

ズに対する個別支援について、関係課や村上地域振興局健康福祉部、県精神保健

福祉センター等と連携を図り、相談支援体制の充実に努めます。 
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◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①ケアマネジメント

等の充実 

・利用者個々の状況に合わせ、必要なケアマネジメン

トを行い、ケアプランの作成を行います。 

・地域における障がい者の日常生活や社会参加を支援

するため在宅サービスの情報提供や利用の助言を

行う「地域生活支援事業、相談支援事業」を継続し

て実施します。 

・障がい者の生活全般や更生援護、施設利用、障がい

福祉サービスなどについての相談ができる相談支

援事業を行います。さらに、精神障がい者の相談に

も対応できるように精神保健福祉士等による相談

体制の整備に取り組みます。 

・相談支援専門員の確保及び負担軽減措置などの検討

を行います。 

②組織の連携 

・村上・岩船地域自立支援協議会を中心に各機関の連

携を強化し、障がい者一人ひとりの状態に応じたサ

ービス提供がなされるよう努めます。 

③身近な相談窓口の

充実 

・身近な相談窓口で地域に密着した適切な支援を行う

ため、村上市障がい者基幹相談支援センターを中心

として各施設や関係機関との連携を密にして相談・

支援体制の充実を図ります。さらに、村上圏域内の

福祉施設についても地域の身近な施設として連携

を図り、支援を行います。 

・重層的支援体制整備事業の実施により、属性に捉わ

れない包括的相談支援体制を強化します。 

・相談支援事業所の確保に取り組みます。 

④民生委員・児童委員

の啓発 

・地域に密着した身近な相談者として気軽に相談がで

きるよう研修や啓発に努めます。 

・民生委員児童委員の役割や活動について、市報等を

通して広く市民への周知を図ります。 
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２ 居住支援の充実 

◎施策の方針 

障がい者の地域移行にとって最も重要なことは、生活する住宅の確保です。自

宅のほか、グループホーム等の確保が大きな課題であり、このため、それぞれの

置かれた家庭環境等に応じて暮らしの場を選択できるよう、障害者総合支援法

に基づく「グループホーム（共同生活援助）」の整備を行います。 

また、自宅で生活する場合は、手すりの設置など住宅改修が必要となるため、

そのための支援を行うなど、地域移行を支援します。加えて、公営住宅への入居

促進など、市の住宅施策との調整の中で障がい者の地域での継続的な生活や施

設入所から地域への移行を支援する暮らしの場の確保を目指します。 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①グループホーム等

の整備 

・障害者総合支援法に基づくグループホームなど障が

い者の地域生活を支援するための居住支援サービ

スの確保に努めます。 

②住宅の確保の支援 

・民間借家などの一般住宅への入居希望に応じた、居

住サポート事業に取り組みます。 

・民間の空き住宅等について、その活用を検討します。 

・公営住宅への入居など、市の住宅施策との連携・調

整を行い、障がい者の住宅の確保に努めます。 

③住宅改修の支援 

・地域生活支援事業として、障がい者が暮らしやすい

よう住宅を改修するにあたっての相談の充実と費

用負担への支援を行います。 

 

 

３ 移動・交通手段の充実 

◎施策の方針 

障がい者の外出を支援し、毎日の行動を支援するために移動支援を行います。 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①移動支援事業 

・移動に支障のある障がい者が安心して利用できるよ

う、障害者総合支援法に基づく行動援護や同行援護

のほか、地域生活支援事業に位置づけられる移動支

援事業を推進します。 
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施策・事業 施策の概要 

②交通費助成 
・地域活動支援センターへの通所に要する交通費助成

などの支援を行います。 

③公共交通機関の割

引制度 

・公共交通機関を利用した際に割引となる制度の周知

に努めます。 

・ＪＲ旅客運賃及び高速道路料金の割引について、精

神障がい者にも適用するよう関係機関への働きか

け及び、その適用ができるよう国への要望を続けて

いきます。 

④同行援護の実施 
・視覚障がい者に対する同行援護事業を実施します。

そのために必要な人材の確保に努めます。 

 

 

４ 情報提供・コミュニケーション支援の充実 

◎施策の方針 

障がい者が障がい福祉制度をはじめ、必要な情報を入手し、コミュニケーショ

ンを容易に図れることが住み慣れた地域で安心して暮らせることにつながりま

す。広報などの既存の情報提供手段を有効活用するとともに、ＩＣＴ（情報通信

技術）などを活用した情報バリアフリー化の推進や手話奉仕員や要約筆記奉仕

員などの専門職種の確保によるコミュニケーション支援体制の充実を図ります。 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①障がい者のための

ホームページの充

実 

・障がい者に配慮した使いやすいホームページを提供

できるよう取り組みます。 

②障がい者向けパン

フレットの作成 

・障がい者が使いやすいパンフレット等を作成しま

す。 

③手話奉仕員や要約

筆記者の養成と派

遣 

・聴覚障がい者への情報提供やコミュニケーションを

補完するため、手話奉仕員や要約筆記者の養成を関

係機関と連携しながら実施するとともに、養成課程

修了者の実働に繋げるため実践的な応用課程の開

講を検討します。 

・また、個人や団体からの要請に応じて手話奉仕員等

の派遣を行うなど、聴覚障がい者のコミュニケーシ

ョンを支援します。 
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５ 地域包括支援の推進 

◎施策の方針  

障がい者が地域で自立した生活を送るために、障がい者だけでなく、地域の全

ての住民が役割を持ち、支え合いながら、公的な障がい福祉サービスと協働した

日常生活の支援が包括的に確保される体制を構築していきます。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①障がい者に対応し

た地域包括支援の

構築 

・障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい

暮らしをすることができるよう、障がい者に対応し

た地域包括支援の構築を目指します。また、重度障

がい者が安心して暮らせるよう支援を行います。 

②地域生活支援拠点

の周知 

・障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、

相談、体験の機会、緊急時の対応等の必要な機能を

備えるため設置した地域生活支援拠点を周知して

いきます。 

③基幹相談支援セン

ターの周知 

・地域の相談支援の拠点として、専門的かつ総合的な

相談業務等を行うために市役所に設置した村上市

障がい者基幹相談支援センターの周知を進めます。 
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基本施策４ 保健・医療の充実と障がい発生の予防  

障がいの発生の原因となる疾病等の適切な予防を行うとともに、早期発見・早

期治療の推進を図り、出生から高齢期に至る健康保持・増進等のため、健康診査

等の各種施策を推進します。障がいが発見された場合には適切な医療、リハビリ

テーションの提供による障がいの軽減並びに重度化・重複化、二次障がい及び合

併症の防止を図るとともに、障がい者に対する適切な保健サービスを提供しま

す。また、心の健康づくり対策や相談体制の充実、地域の医療機関や相談支援事

業所との連携にも努めます。 

 

１ 障がいの原因となる予防対策の実現 

◎施策の方針 

障がいの原因となる生活習慣病等の疾病の予防のために、特定健康診査、特定

保健指導の充実を図り、市民の健康保持・増進を促進します。また心の健康保持・

増進のための相談事業等の充実を図り、市民の心の健康づくりを促進します。 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①特定健康診査・特定

保健指導の推進 

・特定健康診査・特定保健指導の受診率の向上により、

メタボリックシンドロームや生活習慣病対策を進

め、疾病の予防に努めます。 

・健診（検診）を受けやすい体制づくりや、健診（検

診）後の保健指導を実施し、疾病の予防及び重症化

を防ぐ取組を進めます。 

②事故の防止 

・障がいの原因となる事故を減らすよう交通安全対策

を進めます。また、各事業所に対しても作業現場に

おける安全対策の徹底を要請し、事故の起こらない

環境づくりに努めます。 

・施設外での活動時における高温対策や水分補給な

ど、利用者に対する細やかな配慮の提供による事故

を未然に防ぐ取り組みを事業所に要請します。 

③心の相談の充実 

・くらしとこころの総合相談会の実施など相談事業の

充実により、精神的に負担を感じている人の軽減に

努めます。 

・相談窓口の周知や自殺予防に関する啓発に努め、関

係機関との連携を強化します。 
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施策・事業 施策の概要 

・特定健診や新生児訪問の際にうつスクリーニングを

実施し、ハイリスク者の把握と支援に努めます。 

④ひきこもり対策や

うつの予防 

・ひきこもりやうつの予防として、外出支援や文化活

動、交流会などを通じた、仲間づくりや生きがいづ

くりを支援します。 

・重層的支援体制整備事業の本格実施により、多様化・

複雑化する課題に対応できるよう支援体制を拡充

します。 

 

 

２ 障がいの早期発見・早期治療の推進 

◎施策の方針  

障がいの予防と早期発見・早期治療は、障がいの軽減等のために障がい者施策

の中で最も重要な課題の一つです。また、障がいを軽減し自立を促進するために

は、リハビリテーション医療が重要な役割を果たします。そのため、今後とも、

医療機関との連携を図りながら、乳幼児健康診査等の各種健診により疾病や障

がいの早期発見･早期治療に努めます。今後も障がい者に関わる保健・医療分野

で、障がい者が健康的な日常生活を送れることや乳幼児期から高齢期まで安心

して治療やリハビリテーションが受けられる体制づくりに努めます。 

また、精神保健の分野については、精神障がい者の適切な医療を確保するとと

もに、村上地域振興局健康福祉部や県精神保健福祉センター等と連携を図り相

談支援体制の充実に努めます。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①乳幼児健康診査等

の保健事業の充実 

・乳幼児健康診査や健康相談を実施し、疾病の早期発

見、早期治療に努めます。また、乳幼児健康診査等

の受診率の向上に努め、未受診者への対応を図りま

す 

②乳幼児サービスと

の連携 

・乳児や幼児を対象とする保育園等のサービス機関と

保健師・家庭相談員等の連携により、保育園の巡回

相談などで障がいの疑いのある児童に対して適切

に対応することで、早期の障がい発見に努めます。 
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施策・事業 施策の概要 

③障がいに関する正

しい知識の普及・啓

発 

・研修会等を開催し、自閉症や知的障がい、発達障が

いなど障がいに関する情報提供を行い、正しい知識

の普及・啓発を行います。 

④医療費の助成 

・疾病の治療、障がいの除去や進行防止等への経済的

負担を軽減するため、自立支援医療費、重度心身障

害者医療費、精神障害者医療費等の助成を行いま

す。 

 

 

３ 保健・医療・リハビリテーションの連携 

◎施策の方針  

がん、心疾患、脳血管疾患や糖尿病といった生活習慣病が原因で起こる障がい

の発生は、その予防、あるいは疾病の早期発見と早期治療が可能です。そして総

合的な生活習慣病予防対策を推進していくことが重要です。そこで、若年期から

の健康づくりに重点を置いた特定健康診査、特定保健指導等の事業を充実し、特

に生活習慣病の予防につながる健康づくり対策の強化を目指します。また、障が

い者にとって、障がいの軽減を図り、自立を促進するために、自立支援医療等の

給付事業、身近な地域における機能訓練事業や精神障がい者も対象とした総合

的な地域リハビリテーションの体制の充実を進めていくことが必要です。この

ため、障がいの程度を軽減し自立生活を促進するため、障がいの特性に合った適

切な医療やリハビリテーションが提供できるよう地域医療の充実を目指します。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①生活習慣病予防対

策の推進 

・健康の保持・増進や疾病の予防のため、健診や相談

事業等を通して若年期からの生活習慣病予防対策

を充実するなど、ライフステージに応じた生活習慣

病予防対策を推進します。 

②障がい者が安心し

て利用できる地域

医療サービスの充

実 

・地域医師会との連携により、障がい者が必要な医療

を身近で受診できる環境の充実に努めます。 

・障がい者やその家族に対し「かかりつけ医」を持つ

よう啓発を進めます。 

・医師の偏在や専門医の不足を防ぐため、関係機関や

関係団体とともに医療資源の確保に努めます。 
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施策・事業 施策の概要 

③リハビリテーショ

ン体制の充実 

・障がいにより身体の機能が低下している人を対象と

する日常生活の自立支援のための訓練を充実しま

す。 

・介護保険制度との連携を図り、加齢に伴う身体機能

が低下した障がい者へのリハビリテーションを充

実します。 

④在宅療養生活の支

援 

・障がい及びその原因となる疾患の発見から、早期治

療、リハビリテーション、障がい福祉サービス、介

護サービスへと適切に支援するための関係機関や

福祉の連携強化に努めます。 

・在宅での療養生活を支援するための保健・医療・福

祉にわたる総合的なサービス調整や医療機関との

連携を強化します。 

⑤精神保健福祉事業

の推進 

・心の健康の保持・増進のための啓発を行います。 

・思春期や壮年期など、不安や悩みを抱えやすい世代

に対し、心の健康に関する相談事業の推進を図りま

す。 

・うつ病などの健康教育や健康相談、また自殺予防の

普及 PRなどを実施します。 

・毎年９月の自殺対策予防月間・強化月間の期間中に

中央図書館で関連図書コーナーを設置するなど、各

種イベントを通じて、市全体で心の健康・自殺予防

への関心を高める取り組みを実施します。 

⑥精神障がい者にも

対応した地域包括

支援の実施 

・精神障がいの有無や程度にかかわらず 、誰もが地域

で安心して自分らしく暮らし続けることができる

よう、障がい福祉だけでなく医療や介護などを含め

て包括的な支援を進めます。 
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４ 難病や発達障がいに関する施策 

◎施策の方針  

障害者総合支援法では、重症心身障がいや高次脳機能障がいのほか、近年、発

達障がいや強度行動障がいなどに対する具体的な支援策が求められています。

このため、身近な地域での包括的な相談支援体制の充実を図るとともに、ライフ

ステージを通じて継続的な支援が行われるよう、地域における障がい者支援の

仕組みの構築を目指します。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①自閉スペクトラム

症等への対応 

・自閉スペクトラム症等の相談や療育を担当する職員

の資質を向上し、現状の把握と特別支援ネットワー

クの構築を行います。 

・支援者に向けたペアレント・トレーニングや講演会

を行い、支援者の資質向上に努めます。 

②高次脳機能障がい

への対応 

・村上市障がい者基幹相談支援センターを中心に、高

次脳機能障がいの方へのサービス提供に関し、関係

機関と連携し対応します。 

③難病対策の推進 
・その特性に配慮した支援や、適切なサービスの利用

により、在宅での日常生活の支援を行います。 
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基本施策５ 雇用・就労の支援 

就労支援は、障がい者にとって地域で自立した生活を送ることができるよう

にする経済的な基盤としての所得の確保や働くことによる生きがいなどのため

に重要な施策です。村上公共職業安定所等と連携し、障がい者の雇用拡大に向け

て企業などに理解を求めていきます。また、就労意欲に応じて就労支援を受ける

ことができるよう、関係機関との連携を図りながら体制づくりを進めます。 

 

１ 雇用の拡大 

◎施策の方針 

村上公共職業安定所、村上商工会議所、岩船郡村上市雇用対策協議会等関係機

関と連携を図りながら、関係各団体に対し企業等へ障がい者雇用への理解促進

の啓発、障がい者の法定雇用制度の周知及び法定雇用率について達成するよう

働きかけを行っていきます。障がい者が安心して働けるよう、関連事業所等との

協力により、障がい福祉サービスの一層の充実を図ります。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①障がい者雇用のた

めの事業所等に対

するセミナー等の

開催 

・公共職業安定所や県、産業団体などとの連携強化に

よる知的障がいや精神障がいを含めた障がい者の

雇用拡大のため、各種セミナー等を開催し、事業所

に対し、雇用の促進・奨励の啓発を行います。 

②障害者雇用率の向

上 

・障害者雇用率の向上を目指し、公共職業安定所と連

携して市内の事業所に対し、障がい者の雇用を引き

続き呼びかけていきます。 

③障がい福祉サービ

スの強化 

・就労継続支援等の障がい福祉サービスの強化を図り

ます。 

④就労に向けた体験

実習の場の確保 

・就労に向けていろいろな業種の仕事について体験で

きるよう学習機会の整備を行います。 

⑤市など公的機関に

おける雇用拡大の

推進 

・市などの公的機関における事務や作業などについて

障がい者の雇用を行います。 

⑥事業主への啓発 

・障害者雇用支援月間（９月）などを中心に市内の事

業所に対して障がい者の雇用についての理解の促

進を図り、継続的な雇用ができるよう協力を要請し

ます。 
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施策・事業 施策の概要 

⑦障害者就労施設等

からの物品などの

調達の推進 

・毎年度ごとに障害者就労施設等からの物品などの調

達方針を示し、調達の一層の推進を図り、もって障

害者就労施設等で就労する障がい者の自立の促進

に取り組んでいます。 

 

 

２ 就労環境の整備 

◎施策の方針  

障がい者の能力に応じて可能な限り雇用の場に就くことができるよう、各種

セミナー等を開催するとともに、就労に関する相談、必要な指導及び助言、その

他必要な援助を行うなど、障がい者の就労環境の整備に努めます。また、村上公

共職業安定所と連携し、就職に必要な技能の修得や生活指導などを行います。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①就労環境の整備促

進 

・障がい者の就労環境を整備するため、各事業所や障

がい者施設に対し、障がい者の状態に応じた適切な

対応がとれるよう、情報提供や相談・指導に努めま

す。 

・障がいの特性や個人の日々の状況に応じて柔軟に就

労することができる短時間就労など、就労形態の多

様化を要請します。 

②各種助成制度の周

知 

・関係機関と連携しながら障害者雇用納付金制度に基

づく助成など、障がい者の雇用を促進する各種制度

の周知を図ります。 

・在宅の就業者に対しても、在宅就業障害者支援制度

の活用により発注事業所への支援ができるよう周

知に努めます。 

③障がい者雇用事業

所への支援 

・市が行う物品調達や工事・業務委託等について、障

がい者の雇用促進に努めている事業所に対して、

「もにす認定」に代表される業者選定における優遇

措置を検討します。 

④総合的な就労相談

体制の確立 

・就労への一貫した支援と総合的な相談支援の体制の

確立に努めます。 
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施策・事業 施策の概要 

⑤公共職業安定所と

の連携 

・障がい者の雇用が促進されるよう公共職業安定所や

商工会議所等と連携し、就職情報の提供に努めるほ

か、トライアル雇用の活用や就労訓練等へ結び付け

られるよう支援を行います。 

⑥就労定着に向けた

支援 

・就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した

障がい者が抱える、就労に伴う環境の変化により生

じている生活面の課題の解決に向けて支援を行い

ます。 
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基本施策６ 社会参加の促進 

障がい者が社会のあらゆる場面で自主的に参加、行動することは、自分らしく

自己実現することにつながります。そのため、障がいの有無に関わらず、誰もが

等しく社会参加できる環境整備に努める必要があります。今後は、障がい者のニ

ーズに応じた生涯学習やスポーツ・レクリエーション等の情報と社会参加の機

会を提供するとともに、とりまく市民、ボランティアと連携した社会活動参加へ

の支援、関係団体育成への支援を行います。 

 

１ 地域活動への参加促進 

◎施策の方針 

障がい者が地域で活き活きと暮らしていくためには、地域社会における経済

活動、自治会などの地域活動、文化活動、スポーツ、レクリエーション、福祉活

動、ボランティア、ＮＰＯ活動など、幅広い分野にわたる活動について、円滑に

障がい者の参加ができるよう必要な支援が重要です。そのため、社会参加を阻む

要因である各種の障壁をハード面・ソフト面の両面から取り除き、障がい者一人

ひとりが自ら関心のある活動に積極的に参加し、多くの人との交流やふれ合い

などを通じて自己実現を促進するとともに、あらゆる機会を通じ障がい者が参

加しやすくなるよう支援に努めます。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①行事への参加促進 

・各自治会の各種行事への障がい者の参加を促し、地

域との交流に努めます。 

・各自治会役員等に対して、手話奉仕員・要約筆記奉

仕員派遣、同行援護、移動支援、行動援護など、障

がい者を支援する社会サービスがあることを周知

し、参加の障壁を軽減します。 

②地域での役割の分

担 

・地域共生の意識を醸成するなかで、自治会の活動に

ついて、障がいの状況に応じて、役割を持ち、地域

社会への貢献ができるよう、啓発活動を行います。 

③交流・ふれ合いの拡

充 

・各種の交流活動・事業への介助者や手話奉仕員など

の配置に対する支援を進めます。 

・社会福祉協議会による福祉教育出前講座の充実や

小・中学校でのボランティア活動などを通じて、障

がいのある人とない人がふれ合う機会を数多く創
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施策・事業 施策の概要 

出し、市民全体で障がいについての正しい理解を深

めるよう努めます。 

・各種イベントの開催などを通じて障がいのある人と

ない人との交流活動を支援します。 

 

 

２ ボランティア活動やＮＰＯ活動の支援 

◎施策の方針  

障がい者やその家族の生活支援に対するニーズは、制度に基づく公的なサー

ビスの提供以外にも幅広い領域にわたり、これらに対しきめ細かな支援を行う

ためには、ボランティア活動やＮＰＯ活動などの「力」が不可欠です。障がい者

が支援を受ける側となるだけでなく、同じ障がいのある立場で支援を必要とす

る人のニーズを把握し、必要なボランティア活動、ＮＰＯ活動の調整役などを担

えるよう、当事者のボランティア活動への参加を目指します。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①ボランティアやＮ

ＰＯの育成 

・ボランティアに関する相談や研修機会の充実などボ

ランティアセンターとしての社会福祉協議会の育

成機能やコーディネート機能の充実を支援します。 

・障がい者の支援のためのボランティアやＮＰＯの育

成を支援します。 

②ボランティア・ＮＯ

活動に関する情報

提供の充実 

・市や社会福祉協議会の広報など多様な媒体を活用し

たボランティア活動・ＮＰＯ活動に関する市民への

情報を提供します。 

・ボランティアやＮＰＯ相互の交流・情報交換の機会

の充実とネットワーク化を促進します。 

③市民各層のボラン

ティア活動への参

加促進 

・市民各層のボランティア活動への参加を図るための

ボランティア養成講座やボランティア体験の機会

を充実します。 

・各種ボランティア講座の受講者の登録や活動への参

加、自主的な活動の立ち上げなどを支援します。 
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施策・事業 施策の概要 

④障がい者のボラン

ティア活動（ピアサ

ポート活動）の参加

促進 

・障がい者自らが同じ立場から障がい者を支援するボ

ランティア活動（ピアサポート活動）を支援します。 

⑤障がい者団体への

支援 

・障がい者団体への財政的支援を行い、障がい者の社

会参加を促進します。 

 

 

３ スポーツ、芸術・文化、レクリエーション活動等の推進 

◎施策の方針  

様々なスポーツ、文化活動などは、障がい者に日常生活の充実感や生きがいを

与えるとともに、社会参加の重要な要素となります。今後も、障がい者が気軽に

参加し、楽しめるスポーツ、レクリエーション活動、文化活動などの大会や行事

等の実施を支援します。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①総合型地域スポー

ツクラブとの連携 

・総合型地域スポーツクラブとの連携により、障がい

者スポーツに関する取組を行っており、今後も振興

に努めます。 

②文化･スポーツ活動

への支援 

・障がい者の文化･スポーツ活動を支援し、社会参加を

図り、障がいに対する正しい理解の普及に努めま

す。 

・市内の障がいサービス事業所や特別支援学校に対

し、文化展等展覧会への出品の働きかけを行い、障

がいに対する正しい理解の普及に努めます。 
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４ 選挙と政治参加 

◎施策の方針  

障がい者の選挙時の活動について、選挙公報から投票に至る一連の活動を支

障なく行えるよう、支援を行います。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①選挙情報の提供 

・選挙公報や各種通知の作成にあたっては、障がい者

の状況に配慮し、点字による選挙公報の作成やふり

がなをつけるなどの対策をとるほか、手話による広

報活動、選挙公報について音声読み上げサービスな

どに努めます。 

②投票所の対策 

・障がい者の投票を支援するため、障がい者用の駐車

場の確保を行うほか、投票所のバリアフリー化を行

うなど投票所の改善を図ります。 

③障がい者の政治活

動への支援 

・障がい者自身が候補者となる場合など、障がい者が

政治活動を行う場合に、他の候補と比べ不利になら

ないよう、手話など通訳手段などの支援を行いま

す。また、選挙情報の提供に関し、点字や手話など

の対策を行います。 
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基本施策７ 教育の振興 

子どもの発達のために教育の果たす役割は非常に大きなものがあります。障

がいのある子どもたちの教育は、その障がいゆえに難しい面も多く、そのために

教職員など周りで支える人の理解も求められます。一人ひとりの教育的ニーズ

に応じた適切な教育の実施や学校、福祉、医療、労働等の関係機関との連携がこ

れまで以上に求められています。そのため、療育相談体制の充実や小・中学校等

における特別支援教育の一層の充実を図るとともに、義務教育のみならず高等

教育や生涯学習の場においても障がい者（児）が平等に教育や学習の機会を得る

ことができるよう、受け入れに対する理解を促していきます。 

 

１ 早期教育の充実 

◎施策の方針 

障がいのある幼児等に対して早期発見、早期療育とともに障がいを改善し望

ましい発達を促すための早期教育が必要です。現在、障がいのある幼児等の教育

については、保育園において受け入れ可能な心身障がい児に対して実施してい

ます。更なる充実のために、施設等の改善、職員の専門性の向上に努めるととも

に、関係機関の連携を強化し、障がいのある幼児等の保健医療・療育等の総合的

な指導体制づくりに努めます。また、ＬＤ（学習障がい）やＡＤＨＤ（注意欠陥・

多動性障がい）などに対する関心が高まり、学校においてもこれらを含めた特別

支援教育をはじめ障がいに対応した支援が求められています。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①保育園・幼稚園にお

ける受け入れ体制

の充実 

・保育園・幼稚園における障がい児の受け入れ体制の

充実を図るとともに、保健師等との連携による障が

いの早期発見にも努めます。 

②就学・教育相談体制

の充実 

・保健・福祉や保育園、幼稚園、学校などにおける就

学・進路相談機能の充実と相互連携を強化します。 

 

 

  



 

73 

 

２ 学校教育の充実 

◎施策の方針  

障がいのある児童・生徒の適正な就学を推進するため、就学支援委員会を受け

て、その保護者に対して助言・指導を行っています。障がいのある子どもが一人

の人間として、その能力を最大限に伸ばしていくことを目指します。そのため一

人ひとりの個性や特性など教育的ニーズに応じた特別支援教育の内容や支援体

制の充実を図り、学びやすい教育環境を整備していきます。県立村上特別支援学

校や小・中学校の特別支援学級においても教育相談等を実施します。また、学校

施設についても障がいのある児童・生徒が安全かつ円滑に、学校生活を送ること

ができるよう施設のバリアフリー化に努めます。今後も、保育園、小・中学校の

連携のもと障がいのある児童・生徒のニーズに応じた教育課程の編成や指導方

法の工夫・改善に努めます。また、学校ごとに配置される特別支援教育コーディ

ネーターを中心に、地域や特別支援学校等との連携の強化を図ります。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①障がいのある子ど

もに対する適切な

教育機会の提供 

・特別支援学級や通級指導教室等の学びの場の充実に

より、障がいのある子どもに対する教育機会の適切

な提供に努めます。 

②特別支援教育の推

進 

・障がいのある児童・生徒の障がいの状態、発達段階、

特性などを理解し、特別な配慮のもと、適切な教育

を行い、能力や可能性を最大限に伸ばすことで、自

立する人間の育成に努めます。 

・各校において校内委員会を中核として、複数の教職

員で「個別の指導計画」を作成し、合理的配慮に留

意した指導や支援を行います。 

③特別支援教育コー

ディネーターの配

置 

・小・中学校に特別支援教育コーディネーターを配置

し、教育の充実を図ります。 

④個別の教育支援計

画の策定・評価 

・児童・生徒の障がいと、特性を見極め、それぞれに

あった個別の教育支援計画を策定し、実践の中で評

価を行います。 

⑤学校教育における

障がい者理解の推

進 

・障がいの有無に関わらず地域で暮らす子どもたちの

連帯意識を育みます。また、障がい者に対する理解

を深めるための特別支援学級などの子どもとの交

流教育の促進に努めます。 
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施策・事業 施策の概要 

⑥学校教職員、保育園

保育士への研修 

・学級担任のためのＬＤ（学習障がい）・ＡＤＨＤ（注

意欠陥・多動性障がい）研修会など、特別支援教育

に関わる研修会を実施します。また、教職員等の専

門職としての識見と指導力の向上を図るとともに、

障がいの状態に即した適切な指導の充実に努めま

す。 

・市内の特別支援学級・特別支援学校などの協力を得

て、在籍する児童・生徒や特別支援学級などの運営

について、教職員の共通理解を深めていきます。 

・介助員の資質向上を目的に指導主事が各校を訪問し

て指導します。介助員を対象とした特別支援教育研

修等の機会を増やすことも検討していきます。 

・障がいのある子どもの特性を十分理解し、保育する

ことができるよう障がい児を担当する保育士の研

修会を実施し、専門知識を学び、資質の向上を図り

ます。 

⑦学校における相談

機能の強化 

・スクールカウンセラーや保健師との連携により、学

校における相談機能の強化を図ります。 

⑧手話や点字に通じ

た教職員の確保 

・県やＮＰＯなどと連携し、教職員に対し手話や点字

について学ぶ機会を整備していきます。 

⑨障がいのある子ど

もの放課後対策等

の充実 

・障がいのある子どもの学童保育所での受け入れや、

夏休みなどの長期休暇時における居場所づくりを

進めます。 

・障がいのある子どもの受け入れに対する知識醸成を

目的とした研修機会を確保します。 

・放課後等デイサービス事業所との情報共有を図り、

切れ目のない支援を実施します。 
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３ 自立と社会参加を促進する教育の推進 

◎施策の方針  

自立と社会参加を促進する上で、義務教育終了後の教育や就労は重要な役割

を果たします。そのため教育・福祉・雇用の分野の連携を密にし、本人の意向や

能力、障がいの状況等を踏まえ、学校卒業後の適切な進路指導の充実に努めます。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①進路指導の充実 

・児童・生徒の自立を促すため、障がい福祉サービス

事業所などとも連携し、就労、進学等の進路指導を

行います。 

②福祉・教育の連携に

よる一貫した支援

体制の整備 

・児童・生徒が生涯を通じて、自分の意志で自己実現

のために活動できるよう、教育と福祉の連携により

一貫した支援体制を確立していきます。 
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基本施策８ 障がい児の支援体制の整備 

１ 障がい児支援の充実 

◎施策の方針 

発達特性や障がいのある子どもに対する健やかな育成のための発達支援体制

について、ライフステージに沿って切れ目のない支援となるよう関係機関が連

携を図り、一層の支援体制の充実に努めます。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①療育体制の整備 

・各種健診において、子どもの成長発達の節目におけ

る健診を実施し、障がいの早期発見、治療・早期療

育の実現を図ります。 

・早期療育のための保健、医療、福祉、教育等の連携

を強化し相談機能の強化を図ります。 

・発達状態に応じた個別相談や保健指導、関係機関へ

の紹介等、きめ細かな対応を図ります。 

②障がい児サービス

の充実 

・障がい児福祉計画に示す数値目標を目指し、関係機

関との連携により、施設整備等を進めます。 

③保育所等訪問支援 

・保育園や幼稚園、小学校に通う障がい児に加え、乳

児院や児童養護施設に入所している障がい児に対

して、集団生活への適応のための支援などを行いま

す。 

④医療的ケア児や特

別な支援が必要な

障がい児に対する

支援体制の充実 

・医療的ケア児や重症心身障がい児など特別な支援を

要する障がい児が適切な支援を受けられるよう、保

健・医療・福祉等の連携促進に努めます。 

⑤相談支援事業 

・障がい児や家族の生活の支援、各種相談や助言、情

報提供や障がい福祉サービスの利用調整などを行

います。 

・障がい児通所支援事業を利用する障がい児につい

て、障がい児支援利用計画の作成等を行います。 

⑥障がい児通所支援

事業 

・障がい児の特性に応じ、医療が必要な障がい児や日

常生活における基本的な動作の指導や集団生活へ

の適応訓練などが必要な障がい児に対し、放課後等

デイサービスや児童発達支援等の支援を行います。 
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施策・事業 施策の概要 

⑦村上市相談支援フ

ァイル「ぱすのー

と」活用 

・村上市相談支援ファイル「ぱすのーと」の活用を通

じて、各ライフステージにおけるスムーズな情報の

引継ぎ・共有が図られ、子どもが一貫したよりよい

サポートを受けやすくなるよう努めます。 
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基本施策９ 計画の推進体制 

１ 障がい福祉サービスの充実 

◎施策の方針 

現在、施設入所支援等に対して、国は、地域移行を進めるための数値目標を示

しているため、これに沿ったサービス体制の整備を進めていくこととし、具体的

にはグループホームの整備を目指します。また、地域生活支援事業についても、

計画的なサービス提供に努め、訪問入浴サービスなど在宅の障がい者に対する

サービスや補装具、日常生活用具の費用の助成も継続して実施します。なお、数

値目標等は、「第３編 障がい福祉計画・障がい児福祉計画」によります。 

 

 

２ 評価とサービスの質の確保 

◎施策の方針 

障がい者の状況やニーズに応じて適切な支援が効果的に行われ、質の高いサ

ービスを提供するよう、事業者に対する指導、支援を行います。また、市が実施

主体となる地域生活支援事業の質の確保に関しては、事業を委託して実施する

場合も含め、障がい福祉サービスに準じた研修等の充実を図り、資質の向上に努

めます。また、サービスの質の確保・向上においては、利用者からの苦情処理及

び解決の体制が充実していることが必要です。本市では苦情相談窓口を設け、苦

情に対するサービス事業者への指導・助言を行い、サービスの改善策に取り組む

とともに、その結果をフィードバックすることにより、障がい福祉サービスの更

なる質の向上への提案が行える仕組みづくりに努めます。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①苦情解決体制の整

備 

・障がい者が事業者と対等な関係で意見や要望を伝え

られ、それがサービスの向上に反映される環境づく

りを促進し、各施設における苦情相談窓口と連携を

図ります。 

②情報開示の適切な

運用指導 

・開示が義務づけられている情報や自己評価の結果な

ど利用者がサービスを選択する上で役に立つ情報

が適切に開示されるよう、事業者の指導に努めま

す。 
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施策・事業 施策の概要 

③障がい福祉サービ

スの評価 

・事業者が提供するサービスの質を村上・岩船地域自

立支援協議会において客観的に評価することを検

討します。 

 

 

３ 専門職種の養成・確保 

◎施策の方針 

障がい者の個別性に対応できる人材の発掘や育成に努めるとともに、多様な

障がい特性に対応できる専門的技術の向上に向けた事業者間の情報交換など連

携体制の構築を図ります。また、地域においては民生委員・児童委員が、障がい

福祉に関する連絡調整や生活全般にわたる相談を関係機関と連携し、適切な対

応を行います。 

 

◎主要施策 

施策・事業 施策の概要 

①日常生活を支援す

る人材の確保 

・障がい者の在宅生活を支援するホームヘルパーの確

保に努めます。 

②社会参加等を支援

する人材の養成 

・障がい者のコミュニケーションや社会参加を支援す

るため、手話奉仕員やスポーツ・文化活動等の指導

者や支援者の養成を検討します。 

③福祉に携わる職員

の資質の向上 

・行政や施設の職員に対して障がいについての正しい

知識と理解の啓発や、より専門的な知識や技術の研

修と情報交換の機会を設け、資質の向上を図りま

す。 

④相談支援専門員の

確保 

・障がい者の多様なニーズに応えるため、相談支援専

門員の育成・確保に努めます。 

⑤事業所における研

修等の充実 

・サービス事業所において、権利擁護の視点を含めた

職員への研修の充実を図ります。 
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計画 
（Plan） 

見直し・修正 
（Act） 

政策実施主体 

村上市 

実行 
（Do） 

評価 
（Check） 

第３章 計画の進行管理 

１ 市の推進体制と計画の進行管理 

本計画及び関連する個別計画の担当課を中心に、関係部局等との連携を図り

ながら本計画を推進します。 

また、障がい福祉計画・障がい児福祉計画の確実な運営と円滑な推進を図るた

めに、「村上市障がい者計画等審議会」において、本計画の推進に関する意見や

や助言をいただきながら、推進していきます。 

本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに基づい

て、計画の評価・点検を行います。 

 

 

■評価・点検のプロセスのイメージ （ＰＤＣＡ） 
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２ 圏域での連携 

「村上・岩船地域自立支援協議会」で幅広い意見交換を図るとともに、広域圏

でのサービス提供や施設整備についての調整を図ります。 

 

 

３ 行政職員の資質向上 

複雑・多様化しつつあるニーズに対し、柔軟に対応できる庁内体制づくりをす

るため、各種研修の充実、ボランティア体験の実施などを通じ、行政職員の障が

い者への理解と人権意識・福祉意識の向上に努めます。 

 

 

４ 関係機関・ボランティア団体との連携体制 

本計画の確実な推進を図るために、関係行政機関や社会福祉法人、市内外の

様々な関係施設等が、それぞれの役割を担い、相互に協力し合えるよう、連携体

制づくりを目指します。 

また、障がい者が身近で役立つような情報が得られるよう、様々な支援や啓発

活動を実施するボランティア団体や障がい者団体に情報交換や協力を求めなが

ら、計画推進を図ります。 

 

 

５ 計画の普及・啓発 

本計画について、市の広報やホームページ、パンフレット等での広報を行い、

計画内容の周知を図ります。 

また、一人ひとりが地域福祉の担い手であるという意識をもっていただくた

めに、町内会や民生委員・児童委員などを通じて、各地域での具体的な取組や活

動事例などを紹介していきます。 
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第３編 

障がい福祉計画・ 

障がい児福祉計画 
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第１章 障がい福祉サービス等の数値目標 

国の基本指針等に基づき、成果目標について直近の状況等を踏まえて令和８

年度末における成果目標の見直しを行うとともに、福祉施設入所者の地域生活

への移行促進、地域生活支援拠点等の整備及び福祉施設から一般就労への移行

等、障がい児支援の提供体制の整備について、令和８年度における成果目標を次

のとおり設定します。 

さらに、相談支援体制の充実・強化等、障がい福祉サービス等の質を向上させ

るための取組に関し、新たに成果目標を設定するとともに、関係機関等と連携し

ながら整備を行っていきます。 

 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行  

国の基本指針では、基準となる時点を令和４年度末時点とし、これまでの実績、

障がい者の高齢化・重度化の状況等、地域の実情を踏まえて、令和８年度末にお

ける成果目標を次のとおり設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

項目 数値 備考 

令和４年度末時点の入所者数（Ａ） 105人 令和４年度末時点の施設入所者数 

目標年度末時点の入所者数（Ｂ） 99人 令和８年度末時点の施設入所者数 

【目標値】 

・入所者数削減見込（Ｃ＝Ａ―Ｂ） 

・削減率（イ＝Ｃ／Ａ×１００） 

6人 

5.71％ 
入所者数に係る差引削減見込数 

【目標値】 

・地域生活移行者数（Ｄ） 

・地域移行率（ア＝Ｄ／Ａ×１００） 

7人 

6.67％ 

施設入所からグループホーム等へ移

行する者の数 

 

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

１．令和８年度末において、令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活

へ移行することを基本とし、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定する。 

２．令和８年度末において、令和４年度末時点の施設入所者数の５％以上を削減する

ことを基本とし、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定する。 



 

86 

 

２ 地域生活支援の充実 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、相談、体験の機会、緊急

時の対応等の必要な機能を備えた地域生活支援の体制充実を図ります。 

 

① 地域生活支援拠点等の有する機能の充実 

 

 

 

 

 

 

項目 数値 

目標年度末時点の地域生活支援拠点 １か所 

目標年度末時点のコーディネーターの配置人数 １人 

検証及び検討の実施 

令和６年度 １回 

令和７年度 １回 

令和８年度 １回 

 

② 強度行動障がいを有する者への支援体制の充実 

 

 

 

 

項目 有無 

目標年度末時点での支援体制の有無 有 

 

 

 

 

 

 

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

令和８年度末までに、各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、

その機能の充実のため、コーディネーターの配置等による効果的な支援体制及び緊

急時の連絡体制の構築を進める。 

また、年１回以上、支援の実績等を踏まえた運用状況を検証及び検討する。 

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

令和８年度までに、各市町村又は圏域において、その状況や支援ニーズを把握し、

地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 
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３ 福祉施設から一般就労への移行等 

障がい者のニーズ及び適性や能力に応じた就労ができるよう、事業者・ハロー

ワーク等と協力し、情報の共有や提供に取り組みます。 

 

① 就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 数値 備考 

令和３年度の一般就労移行者数合計（Ａ） １人 

令和３年度において就労移行支援

事業等を通じて一般就労した者の

合計数 

【目標値】 

目標年度の年間一般就労移行者数（Ｂ） 

目標値＝Ｂ／Ａ 

４人 

4.00倍 

令和８年度において就労移行支援

事業等を通じて一般就労する者の

合計数 

（就労移行支援事業） 

令和３年度の一般就労移行者数（Ａ） ０人 

令和３年度において福祉施設の利

用者のうち、就労移行支援事業を通

じて一般就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行者数（Ｂ） 

目標値＝Ｂ／Ａ 

１人 

― 倍 

令和８年度において福祉施設の利

用者のうち、就労移行支援事業を通

じて一般就労する者の数 

 

 

 

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

就労移行支援事業等を通じて、令和８年度中に一般就労に移行する者を令和３年度

の移行実績の 1.28 倍以上とする。具体的には、以下について、これまでの実績及び

地域の実情を踏まえて設定。 

・就労移行支援事業を通じた以降者数：1.31 倍以上 

・就労継続支援Ａ型事業：概ね 1.29 倍以上 

・就労継続支援Ｂ型事業：概ね 1.28 倍以上 
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（就労継続支援Ａ型事業） 

令和３年度の一般就労移行者数（Ａ） ０人 

令和３年度において福祉施設の利

用者のうち、就労継続支援Ａ型事業

を通じて一般就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行者数（Ｂ） 

目標値＝Ｂ／Ａ 

１人 

― 倍 

令和８年度において福祉施設の利

用者のうち、就労継続支援Ａ型事業

を通じて一般就労する者の数 

 

内訳（就労継続支援Ｂ型事業） 

令和３年度の一般就労移行者数（Ａ） １人 

令和３年度において福祉施設の利

用者のうち、就労継続支援Ｂ型事業

を通じて一般就労した者の数 

【目標値】 

目標年度の一般就労移行者数（Ｂ） 

目標値＝Ｂ／Ａ 

２人 

2.00倍 

令和８年度において福祉施設の利

用者のうち、就労継続支援Ｂ型事業

を通じて一般就労する者の数 

 

② 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労への移行者の割合が、一定    

水準以上である事業所の割合 

 

 

 

 

 

項目 数値 備考 

令和４年度末の実績（Ａ） ２か所 
直近の年度末における就労移行支

援事業所の数 

【目標値】 

目標年度の就労移行支援事業利用終了者に

占める一般就労へ移行した者の割合が５割

以上の事業所の数（Ｂ） 

目標値＝Ｂ／Ａ 

１か所 

50％ 

令和８年度において、就労移行支援

事業所のうち、就労移行率が５割以

上の事業所の数 

 

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行

した者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とすることを基本とする。 
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③ 就労定着支援事業の利用者数 

 

 

 

 

項目 数値 備考 

令和３年度利用者数（Ａ） ４人 
令和３年度における就労定着支援

事業等の利用者の数 

≪目標値≫ 

令和８年度末の利用者数（Ｂ） 

目標値＝Ｂ／Ａ 

６人 

150％ 

令和８年度における就労定着支援

事業等の利用者の数 

 

④ 就労定着率が７割以上の就労定着支援事業所の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 数値 備考 

令和４年度の就労定着支援事業所の数

（Ａ） 
１か所 

直近の年度末における就労定着支

援事業所の数 

≪目標値≫ 

目標年度の就労定着率７割以上の事業所

の数（Ｂ） 

目標値＝Ｂ／Ａ 

１か所 

100％ 

令和８年度において、就労定着支

援事業所のうち、就労定着率が７

割以上の事業所の数 

 

 

 

 

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

令和８年度における就労定着支援事業の利用者数を、令和３年度実績の 1.41 倍以上

とすることを基本とする。 

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

令和８年度において、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所

を全体の２割５分以上とすることを基本とする。 

※「就労定着率」の定義： 

 過去６年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の

事業所に 42月以上 78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の

占める割合。 
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４ 障がい児支援の提供体制の整備等 

障がい児の健やかな育成のための発達支援を目指すため、障がい児とその家

族に対し、関係機関が連携し、地域社会への参加・包容（インクルージョン）を

推進する支援体制の構築を図ります。 

 

① 障がい児支援の提供体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 数値 備考 

目標年度末時点での児童発達支援センタ

ーの設置 
１か所 

各市町村に少なくとも１か所以上

設置 

目標年度末時点での障がい児の地域社会

への参加・包容（インクルージョン）を

推進する体制 

有 

全市町村において、障がい児の地域

社会への参加・包容（インクルージ

ョン）を推進する体制を構築 

目標年度末時点での保育所等訪問支援の

提供体制の確保 
１か所 

各市町村に少なくとも１か所以上

確保 

目標年度末時点での主に重症心身障がい

児を支援する児童発達支援の確保 
１か所 

各市町村に少なくとも１か所以上

確保 

目標年度末時点での主に重症心身障がい

児を支援する放課後等デイサービスの確

保 

１か所 
各市町村に少なくとも１か所以上

確保 

 

 

  

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

令和８年度末までに、各市町村に下記について整備することを基本とし、地域の実

情を踏まえて設定する。 

・児童発達支援センター：少なくとも１か所以上。 

・障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構

築。 

・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス：１か

所以上。 
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② 医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置等 

 

 

 

 

 

項目 数値 備考 

目標年度末時点での協議の場 有 各市町村に設ける 

目標年度末時点での医療的ケア児等に関

するコーディネーターの配置 
有 

コーディネーターを配置することを

基本とする 

 

 

５ 相談支援体制の充実・強化等 

地域の相談支援体制の強化、総合的・専門的な相談支援体制の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

項目 数値 備考 

目標年度末時点での基幹相談支援センタ

ーの設置 
１か所 各市町村において設置する 

目標年度末時点での地域の相談支援体制

の強化を図る体制の有無 
有 

地域の相談事業所に対する訪問等

による専門的な指導・助言、地域の

相談支援事業所の人材育成の支援

など 

目標年度末時点での個別事例の検討を通

じた地域のサービス基盤の開発・改善等

を行うために必要な協議会の体制の有無 

有 

協議会における相談支援事業所の

参画による参画による事例検討の

実施など 

 

  

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

令和８年度末までに、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等による

協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する

ことを基本とし、地域の実情を踏まえて設定する。 

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

令和８年度末までに、基幹相談支援センターを設置し、地域の相談支援体制の強化

を図る体制を整備する。また、協議会において、個別事例の検討を通じた地域サー

ビス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必

要な協議会の体制を確保する。 
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６ 障がい福祉サービス等の質の向上 

障がい福祉サービス等に係る各種研修を実施し、障がい福祉サービスの質の

向上に努めます。また、障がい者自立支援審査支払等システムによる審査結果に

ついて、事業所と情報の共有を図っていきます。 

 

 

 

 

 

項目 数値 備考 

目標年度末時点での障がい福祉サービ

ス等の質を向上させるための取組を実

施する体制の有無 

有 

障がい福祉サービス等に係る各種研

修の活用、障害者自立支援審査支払

等システムによる審査結果の共有な

ど 

 

 

 

 

 

  

◆国の基本指針に定められた目標値◆ 

令和８年度末までに、障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施す

る体制を構築することを基本とする。 
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第２章 障がい福祉サービス等の見込量  

現在の利用者数、障がい者や家族等のニーズ、利用者の増加傾向を勘案し見込

みました。 

 

１ 訪問系サービス 

事 業 項 目 事 業 内 容 

居宅介護 
ヘルパーの派遣により、自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行い

ます。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排

せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行いま

す。 

同行援護 

視覚障がいにより移動に著しい困難がある人に対し、移動時や外

出先での必要な視覚情報の提供支援や移動援護、排せつ・食事等の

介護などを行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避

するために必要な支援、外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包

括的に行います。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 
時間 795  797 830 863 

人 53  75 81 87 

重度訪問介護 
時間 0  100 100 100 

人 0  1 1 1 

同行援護 
時間 46  46 48  50 

人 4  4 5 6 

行動援護 
時間 1  14 14 14 

人 1  2 2 2 

重度障害者等 

包括支援 

時間 0  150 150 150 

人 0  1 1 1 

※「第６期実績値」は令和４年度を掲載。以下同様。 
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２ 日中活動系サービス 

事 業 項 目 事 業 内 容 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、日中の間、入浴、排せつ、食事の介護

等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能

の向上のために必要な訓練を行います。 

就労選択支援 

本人が一般就労や就労系障がい福祉サービス事業所などを自ら選

択することや、就労開始後の配慮事項の整理等を通じて、希望や適

性、地域の事業所の状況に合った選択ができることを目指して、必

要な支援を行うサービスです。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労定着支援 

一般就労へ移行した障がい者について、就労に伴う生活面の課題

に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障がい者

の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の

管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

短期入所 

（福祉型、医療型） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、施設において、宿泊を伴う

短期間の入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 

人日 2,971  3,100 3,200 3,300 

人 155  155 160 165 

 

（新設） 

うち、強度行動 

障害を有する方 

人日 （未積算） 160 160 160 

人 （未積算） 8 8 8 

（新設） 

うち、高次脳機能 

障害を有する方 

人日 （未積算） 20 20 20 

人 （未積算） 1 1 1 

（新設） 

うち、医療的ケア

を必要とする方 

人日 （未積算） 40 40 40 

人 （未積算） 2 2 2 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日 0  44 88 132 

人 0  2 4 6 
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種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

（新設） 

就労選択支援 
人 （未積算） 24 24 24 

自立訓練 

（生活訓練・日中型） 

人日 516 544 578 612 

人 32 32 34 36 

自立訓練 

（生活訓練・宿泊型） 

人日 660 660 660 660 

人 22 22 22 22 

就労移行支援 

人日 361 396 414 432 

人 21 22 23 24 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日 495 540 558 576 

人 30 30 31 32 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日 3,701 3,706 3,774 3,842 

人 224 218 222 226 

就労定着支援 人 4 4 6 8 

療養介護 人 8 9 10 11 

※単位のうち「人日」は、月間の利用見込人数×１人１月当たり平均利用見込日数で

す。以下同様。 
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種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

短期入所 

（福祉型） 

人日 435 435 444 468 

人 36 37 39 41 

 

（新設） 

うち、強度行動 

障害を有する方 

人日 （未積算） 12 12 12 

人 （未積算） 1 1 1 

（新設） 

うち、高次脳機能 

障害を有する方 

人日 （未積算） 12 12 12 

人 （未積算） 1 1 1 

（新設） 

うち、医療的ケア

を必要とする方 

人日 （未積算） 36 36 36 

人 （未積算） 3 3 3 

短期入所 

（医療型） 

人日 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 

 

（新設） 

うち、強度行動 

障害を有する方 

人日 （未積算） 0 0 0 

人 （未積算） 0 0 0 

（新設） 

うち、高次脳機能 

障害を有する方 

人日 （未積算） 0 0 0 

人 （未積算） 0 0 0 

（新設） 

うち、医療的ケア

を必要とする方 

人日 （未積算） 0 0 0 

人 （未積算） 0 0 0 
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３ 居住系サービス 

事 業 項 目 事 業 内 容 

自立生活援助 
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅

訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 

共同生活援助 
共同生活を行う住居において、夜間や休日の相談や入浴、排せつ、

食事の介護等日常生活の支援を行います。 

施設入所支援 
施設に入所する人に対し、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護

等日常生活の支援を行います。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立生活援助 人 1 1 1 1 

共同生活援助 人 52 54 59 64 

 

（新設） 

うち、強度行動 

障害を有する方 
人 （未積算） 1 1 1 

（新設） 

うち、高次脳機能 

障害を有する方 
人 （未積算） 1 1 1 

（新設） 

うち、医療的ケア

を必要とする方 
人 （未積算） 1 1 1 

施設入所支援 人 105 105 102 99 
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４ 相談支援 

事 業 項 目 事 業 内 容 

計画相談支援 

障がい者の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサー

ビス利用に向けて、福祉・医療等の専門家や機関が相互に協力し合

い、よりきめ細やかにサービス等利用計画の作成および計画の見

直しを行います。 

地域移行支援 

精神科病院に入院している精神障がい者又は障がい者施設等に入

所している障がい者について、住居の確保や地域での生活に移行

するための支援や相談を行います。 

地域定着支援 

地域移行した居宅にて単身等で生活する障がい者につき、常時連

絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急時等に相談

等必要な支援を行います。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 人 177  177 184 191 

地域移行支援 人 0  1 1 1 

地域定着支援 人 0  1 1 1 
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５ 障がい児支援   

事 業 項 目 事 業 内 容 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活

への適応訓練、その他必要な支援を行います。 

医療型児童発達支援 児童発達支援の事業内容及び治療を行います。 

放課後等デイサービス 
放課後又は休日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との

交流の促進その他必要な支援を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等へ行き障がい児以外の児童との集団生活への適応のため

の専門的な支援その他必要な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達 

支援 

重度の障がい等により外出が困難な障がい児に対する居宅を訪問

して発達支援を行います。 

障害児相談支援 

障がい児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、福

祉・医療等の専門家や機関が相互に協力し合い、よりきめ細かい支

援を行います。 

障害児入所支援 

（福祉型、医療型） 

障害児入所施設または指定医療機関に入所等をする障がい児に対

して、保護・日常生活の指導・治療（医療型）等を行います。  

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 

人日 429  581 686 791 

人 76  83 98 113 

医療型児童発達 

支援 

人日 0 0  0  0  

人 0 0  0  0  

放課後等 

デイサービス 

人日 1,728  1,924 1,950 1,976 

人 148  148 150 152 

保育所等訪問支援 

人日 33  38 48 58 

人 19  19 24 29 

居宅訪問型児童 

発達支援 

人日 2  9 9 9 

人 1  3 3 3 

障害児相談支援 人 60 60 65 70 

障害児入所支援 

（福祉型、医療型） 
人 1 2 2 2 

 



 

100 
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６ 医療的ケア児等コーディネーターの配置 

医療的ケア児等コーディネーターは、医療的ケア児が必要とする多分野にま

たがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるととも

に、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いなが

ら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進する役割を担ってい

ます。 

市内に有資格者数４名がいます。引き続き必要な人員に配置に努めます。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

市町村における医療的

ケア児等に対する関連

分野の支援を調整する

コーディネーターの配

置人数 

人 4 4 4 4 

 

 

７ 発達障がい者等に対する支援  

事 業 項 目 事 業 内 容 

ペアレント・トレーニン

グ 

保護者などがロールプレイや宿題を通じて子どもへの肯定的な働

きかけなどを学ぶことによって、保護者などの心理的なストレス

の改善や子どもの適切な行動などを促す方法です。 

ペアレント・プログラム 

保護者が自分自身や子どもについて行動の面から把握すること

で、認知的な枠組みを修正していくことを目的としたプログラム

です。 

ペアレント・メンター 

発達障がいを持つ子どもを育てた経験のある保護者が、自身の育

児経験を活かして、同じ悩みを抱える保護者などに対して相談や

情報提供を行う活動です。 

ピアサポート 
同じ問題や環境を体験する人が、その体験によって生ずる感情を

共有することで安心感や自己肯定感を得る活動です。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレント・トレーニン

グやペアレント・プログ

ラム等の支援プログラム

等の受講者数 

人 21 24 24 24 

ペアレント・メンターの

人数 
人 0 0 0 0 

ピアサポート活動への参

加人数 
人 0 6 7 8 
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８ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がい者がその障がいの有無や程度にかかわらず、地域の一員として安

心して自分らしい暮らしをすることができるように、医療、障がい福祉、介護、

住まい、社会参加、地域の助け合い、普及啓発が包括的に確保された精神障がい

にも対応した地域包括ケアシステム（にも包括）の構築を目指します。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療及び福祉関

係者による協議の場の

開催回数 

回 0 1 1 1 

保健、医療及び福祉関

係者による協議の場へ

の関係者の参加者数 

人 0 1 1 1 

保健、医療及び福祉関

係者による協議の場に

おける目標設定及び評

価の実施回数 

回 0 1 1 1 

精神障がい者の地域移

行支援 
人 0 1 1 1 

精神障がい者の地域定

着支援 
人 0 1 1 1 

精神障がい者の共同生

活援助 
人 0 19 21 23 

精神障がい者の自立生

活援助 
人 0 0 0 0 

（新設） 

精神障がい者の自立訓

練（生活訓練） 

人 （未積算） 24 25 26 
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９ 相談支援体制の充実・強化のための取組 

定期的な協議の場を開催し、専門的な指導・助言、人材育成の支援、個別事例

の支援内容の検討、情報共有を行うなど、相談支援体制の充実・連携強化を図っ

ていきます。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

（新設） 

基幹相談センターによる

地域の相談支援事業所に

対する訪問等による専門

的な指導・助言 

件 （未積算） 14 14 14 

（新設） 

地域の相談支援事業所の

人材育成の支援 

件 （未積算） 14 14 14 

（新設） 

地域の相談機関との連携

強化の取組の実施 

回 （未積算） 1 1 1 

（新設） 

個別事例の支援内容の検

証の実施 

回 （未積算） 1 1 1 

（新設） 

基幹相談センターにおけ

る主任相談支援専門員の

配置数 

人 （未積算） 1 1 1 

（新設） 

協議会における相談支援

事業所の参画による事例

検討の実施回数（頻度）

及び参加事業者・機関数 

回 （未積算） 12 12 12 

団体 （未積算） 8 8 8 

（新設） 

協議会の専門部会の設置

数及び実施回数（頻度） 

部会 （未積算） 6 6 6 

回 （未積算） 20 20 20 

 

 

  



 

104 

 

10 障がい福祉サービスの質を向上させるための取組について 

県が実施する障がい福祉サービス等に係る研修に担当職員が参加し、サービ

スの質の向上に努めるとともに、自立支援審査支払等システムによる審査結果

を自立支援協議会等で共有し、適正な審査・請求を通じて、事業所の運営を支援

します。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県が実施する障がい福祉

サービス等に係る研修そ

の他研修への市町村職員

の参加人数 

人 0 1 1 1 

障がい者自立支援審査支

払等システムによる審査

結果の共有 

回数 0 1 1 1 
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第３章 地域生活支援事業の見込量  

１ 必須事業 

（１）理解促進研修・啓発事業 

障がい者が日常生活や社会生活を営むうえで直面する福祉に関する様々な問

題を解決するために、障がい者への理解を深めるための研修事業や、パンフレッ

ト・ホームページの作成等を通じた普及・啓発事業を行います。 

事業については引き続き実施します。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓発事業 
実施の

有無 
有 有 有 有 

 

（２）自発的活動支援事業 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障が

い者等及びその家族、地域住民等による地域における自発的な取組を行う団体

等に対し、その活動を支援します。 

事業については引き続き実施します。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自発的活動支援事業 
実施の

有無 
有 有 有 有 

 

（３）相談支援事業 

障がい者の福祉に関する諸般の問題につき、本人や保護者又は介助者からの

相談に応じ、障がい福祉サービスの利用援助や権利擁護のための支援、行政機関

や専門機関の紹介及びケアマネジメント等の必要な情報の提供及び助言等を行

います。 

また、行政のほか、福祉・医療等関係機関と連携を図りながら、本人や家族だ

けでは解決されない問題等について、障害支援区分や生活状況に応じた各種障

がい福祉サービスの利用につなげるサポートを行います。 
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種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障がい者相談支援事業 か所数 3 3 3 3 

 
基幹相談支援 

センター 

設置の

有無 
有 有 有 有 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 

実施の

有無 
有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 
実施の

有無 
無 無 無 無 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

知的障がい者又は精神障がい者で、成年後見制度利用に対して必要と認めら

れる場合、登記手数料・鑑定料等の費用や後見人等の報酬の一部若しくは全部を

助成します。 

事業については引き続き実施します。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

成年後見制度利用支援事

業 

利用 

件数 
3 3 3 3 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見等の申し立てが増加する一方、後見人等の担い手不足が懸念される

ため、法人後見実施に向けた支援を行います。 

事業については引き続き実施します。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

成年後見制度法人後見支

援事業 

実施の

有無 
有 有 有 有 

 

（６）意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思の伝達に支援が必要な人

に対して、手話奉仕員・要約筆記奉仕員を派遣します。派遣に関わる部分の利用

者負担はありません。 

手話通訳者設置事業は、聴覚障がい者のコミュニケーション支援を行えるよ

うに１人を見込みます。 
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手話通訳者・要約筆記者派遣事業は、過去の実績をもとに利用者数を見込みま

す。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業 

利用 

件数 
30 40 40 40 

手話通訳者設置事業 人 1 1 1 1 

 

（７）日常生活用具給付等事業 

重度の障がい者に対し、日常生活上の便宜を図るために、自立生活支援用具等

の要件を満たす用具を給付します。 

各年度の件数については今までの実績や現在の利用状況から求めた数値をも

とに見込みます。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護・訓練支援用具 
給付 

件数 
2 4 4 4 

自立生活支援用具 
給付 

件数 
9 11 11 11 

在宅療養等支援用具 
給付 

件数 
5 9 9 9 

情報・意思疎通支援 

用具 

給付 

件数 
27 28 28 28 

排せつ管理支援用具 
給付 

件数 
1,529 1,529 1,529 1,529 

住宅改修費 
給付 

件数 
2 2 2 2 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

手話奉仕員の養成を目指し研修を行います。 

各年度の人数については、現在の状況から求めた人数をもとに見込みます。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

手話奉仕員養成研修事業 

（登録見込者数） 
人 7 7 7 7 

 

（９）移動支援事業 

屋外での移動が困難な人について支援を行い、地域における自立生活及び社

会参加を促します。 

対象となる外出は、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等社会参加のた

めの外出です。 

各年度の人数や時間については、現在の状況をもとに見込みます。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

移動支援事業 
人 15 18 19 20 

延時間 558 594 627 660 

 

（10）地域活動支援センター機能強化事業 

地域活動支援センターでは、障がい者等が通所により、創作的活動や生産活動

の機会の提供、社会との交流促進等の機会の提供などを行います。 

このうち、「基礎的事業」として、創作的活動、生産活動、社会との交流の促

進等の事業を行い、「機能強化事業」として、相談機能、機能訓練などを実施す

る事業があります。 

各年度の人数については、現在の状況から求めた人数をもとに見込みます。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域活動支援センター機

能強化事業 

実施 

か所 
2 2 2 2 

人 96 100 100 100 



 

109 

 

２ 任意事業 

（１）訪問入浴サービス 

地域における障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴

サービスを提供し、身体の清潔の保持や心身機能の維持等を図ります。 

実績及び現在の利用状況等を勘案し、毎年７人の利用を見込みます。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問入浴サービス 

設置 

か所 
1 2 2 2 

実人数 6 7 7 7 

 

（２）日中一時支援 

日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び日常的に介護している

家族の一時的な休息を目的とします。 

各年度の人数については、実績及び現在の利用状況等を勘案し見込みます。 

 

種類 単位 
第６期 第７期計画値 

実績値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

日中一時支援 

利用 

人日 
6,818 7,137 7,380 7,623 

利用 

人数 
793 793 820 847 
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資料１ 村上市障がい者計画等審議会委員名簿 

任期：令和５年８月 15日～令和８年８月 14日 

No 区 分 所 属 所属役職 氏 名 備考 

1 

第１号委員 

障がい者団体関係者 

村上市身体障害者団体連

合会 
副会長 遠山

とおやま

 善
ぜん

市
いち

  

2 村上市手をつなぐ育成会 会 長 佐野
さ の

 一彦
かずひこ

 副会長 

3 
村上市精神障がい者家族

会 
会 長 渡辺

わたなべ

 啓
けい

介
すけ

  

4 
第２号委員 

学識経験を有する者 

学校法人 新潟総合学園 

新潟医療福祉大学 

社会福祉学部

社会福祉学科 

教授 
青木
あ お き

 茂
しげる

 会長 

5 
第３号委員 

民生委員・児童委員 

村上市民生委員児童委員

協議会連合会 
副会長 佐藤

さ と う

 竹四
た け し

  

6 
第４号委員 

社会福祉施設関係者 

社会福祉法人 村上岩船

福祉会  

障害者支援施

設浦田の里  

施設長 
柳沼
やぎぬま

 俊
とし

宏
ひろ

  

7 
第５号委員 

ボランティア団体関係者 
村上市社会福祉協議会 

朝日地区ボラ

ンティア連絡

協議会 会長 
富樫
と が し

 忠彦
ただひこ

  

8 
第６号委員 

商工業関係者 
村上商工会議所 専務理事 髙

たか

橋
はし

 淳一
じゅんいち

  

9 
第７号委員 

医療関係者 

一般社団法人 村上市岩

船郡医師会 

村上はまなす

病院 院長 須貝
す が い

 拓
たく

朗
ろう

  

10 
第８号委員 

教育関係者 
村上特別支援学校 校 長 大谷

おおたに

 誠
まこと

  

11 
第９号委員 

関係行政の職員 

村上公共職業安定所 所 長 小林
こばやし

 康夫
や す お

  

12 
村上地域振興局 健康福

祉部 

地域保健課 

課長代理 寺澤
てらさわ

 恵
めぐみ

  

13 
第１０号委員 

市長が必要と認めるもの 

村上特別支援学校ＰＴＡ  本間
ほ ん ま

 裕美子
ゆ み こ

  

14 児童発達支援センター 
法人代表理事
相談支援専門員 齋藤

さいとう

 武
たけし
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資料２ 策定の経過 

年月日 内容 

令和５年８月 28日 第１回村上市障がい者計画等審議会 

令和５年９月 13日 

～９月 29日 

村上市福祉に関するアンケート調査（障がい者調査：対象者

400人、障がい児調査：対象者 100 人）の実施 

令和５年 10月 16 日 第７期障害福祉計画等策定に係るヒアリング 

令和５年 11月 21 日 第２回村上市障がい者計画等審議会 

令和６年１月 16日 

～２月５日 
意見公募（パブリックコメント） 

令和６年３月 12日 第３回村上市障がい者計画等審議会 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次村上市障がい者計画 

第７期村上市障がい福祉計画 

第３期村上市障がい児福祉計画 
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